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ク
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イ
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田

序

論

第
一
章
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
法
典
編
纂

第
二
章
バ
イ
エ
ル
ン
・
ラ
ン
ト
法
の
発
展
と
そ
の
体
系
的
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化
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イ
ト
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イ
ア
の
法
典
編
纂
・
前
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序
バ
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エ
ル
ン
・
ラ
ン
ト
法
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第
一
節
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期
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ト
法
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発
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第
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説

第
二
節
近
世
に
お
け
る
ラ
ン
ト
法
の
再
編
成

第
一
項
一
六
世
紀
に
お
け
る
法
発
展

第
二
項
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
の
法
典
編
纂

第
三
項
勅
法
に
よ
る
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
の
立
法
活
動

小
結
バ
イ
エ
ル
ン
・
ラ
ン
ト
法
史
の
集
大
成
と
し
て
の
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
法
学
活
動
(
以
上
三
一
ニ
巻
三
号
)

補
説
バ
イ
エ
ル
ン
に
お
け
る
貴
族
支
配
(
〉

r
r
Zロ
凹
円
宮
町
件
。
ロ
)
の
生
成
・
展
開
と
ラ
ン
ト
法
史
の
基
本
構
造
(
以
上
本
号
)

第
三
章
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
法
理
論

小

序

問

題

の

所

在

第
一
節
私
人
の
行
為
規
範
の
体
系
と
し
て
の
「
私
法
」

第
二
節
支
配
権
の
体
系
と
し
て
の
「
国
法
(
公
法
〉
」

小
結
「
国
法
(
公
法
)
」
の
解
体
と
憲
法
・
行
政
法
の
成
立
(
一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
近
代
法
の
形
成
過
程
へ
の
展
望
)

結

論

自命

訂
正
本
誌
三
三
巻
三
号
(
一
九
八
二
年
〉
掲
載
の
本
稿
付
に
、
筆
者
の
誤
解
等
に
基
づ
く
誤
記
な
ら
び
に
不
正
確
な
表
現
が
認
め
ら
れ
た
。
気
づ

い
た
限
り
で
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
訂
正
を
し
て
お
き
た
い
。
読
者
諸
賢
の
御
理
解
と
御
寛
恕
を
お
願
い
し
た
い
。

×
 
既
ち
破
毅
院
な
ら
び
に
宮
廷
法
院
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枢
密
参
議
会

九
九
頁
の
左
か
ら
二
行
目
「
:
:
:
枢
密
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院

C
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w
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法
院

C
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目
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O
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左
か
ら
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判
上
の
補
助
手
段
(
江
口
F
Z
L
E
5
呂
F
E
3
0
-
)
:
:
:
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|
↓
「
:
:
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裁
判
官
に
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る
救
済
手
段
(
江
口
Z
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F
Z
国
民
m
B
E
o
c
i
-
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×
×
 

一
O
九
頁
の
右
か
ら
四
行
自
「
:
:
:
『
パ
ン
デ
ク
テ
ン
』
を
修
正

2
0
3松
岡
何
乙

(
仏

Rom-Hm回
一
)
し
て
い
る
:
:
:
」

一
二
五
頁
註
(
m
M
)

の
右
か
ら
三
四
行
目
と
六
行
目

。
。
。
。

し
て
い
る
:
:
:
」
|
↓
「
:
:
:
『
パ
ン
デ
グ
テ
ン
』
を
-
部
廃
止

×
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2
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三
四
六
年
一
月
七
日
に
公
布
さ
れ
て
い
る
:
:
:
」
1
1
v「
:
:
:
一
三
四
六
年
一
月
七
日
に
発
効
す
る
も
の
と

(2) 

一
三
九
頁
の
左
か
ら
一

O
行
目

。。
宣
言
さ
れ
て
い
る
:
:
:
」

x
x
×

×

×

。

。

一
四
八
頁
の
左
か
ら
五
行
目
「
:
:
:
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特
権
付
与
状
は
、
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:
:
」
|
↓
「
:
:
・
同
宣
言
は
、
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:
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×
x
x
×
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一
四
八
頁
の
左
か
ら
三
|
二
行
目
「
:
:
:
一
五

O
八
年
の
特
権
付
与
状
は
:
:
:
」
|
↓
「
:
・
:
一
五

O
八
年
の
『
ラ
ン
ト
の
特
権
の
宣
言
』
は
:
・
:
」

×× 

一
四
八
頁
の
最
終
行
か
ら
一
四
九
頁
の
右
か
ら
二
行
目
ま
で
「
特
権
付
与
状
は
、
自
己
の
ホ
1
フ
マ
ル
ク
外
三
マ
イ
ル
以
内
で
但
し
他
人
の
ホ
l
フ

×
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ま
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目
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専
属
的
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地
所
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に
ま
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・
:
:
・
」
|
↓
「
:
:
:
以
内
の
「
単
立
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の
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所
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で
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の
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行
目
「
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:
:
土
地
を
買
い
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れ
て
自
己
に
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的
」
な
も
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と
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こ
と
を
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て
:
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:
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|
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「
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の
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か
ら
一
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行
目
「
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:
一
五

O
八
年
の
『
ラ
ン
ト
の
特
権
の
宣
言
』
と
呼
ば
れ
る
第
五
六
次
特
権
付
与
状
と
し
て
・
:
・
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説

補
説

バ
イ
エ
ル
ン
に
お
け
る
貴
族
支
配
〈
〉

r
r
Z
ロ
mhrえ
Z
ロ
)
の
生
成
・
展
開
と
ラ
ン
ト
法
史
の
基
本
構
造

百命

前
章
で
見
た
よ
う
に
、
上
バ
イ
エ
ル
ン
と
下
バ
イ
エ
ル
ン
と
で
は
、
ラ
ン
ト
法
の
基
本
構
造
自
体
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。

ン

タ

ヘ

レ

リ

J

N

V

ユ
テ

γ
デ

『
オ
ッ
ト
1
の
特
権
付
与
状
』
以
来
の
一
連
の
「
協
約
」
に
よ
っ
て
、
ラ
ン
ト
内
支
配
者
が
ラ
ン
ト
等
族
へ
、
そ

下
バ
イ
エ
ル
ン
で
は
、

し
て
そ
の
自
生
的
・
前
ラ
ン
ト
的
支
配
権
が
「
ラ
ン
ト
法
」
上
の
裁
判
(
支
配
)
権
へ
と
組
織
化
さ
れ
て
き
て
い
た
。
こ
う
し
て
成
立
し
た

裁
判
(
支
配
)
権
の
体
系
と
し
て
の
ラ
ン
ト
に
対
し
て
、
一
連
の
訴
訟
条
令
(
裁
判
[
所
]
令
)
・
ラ
ン
ト
条
令
・
ポ
リ
ツ
ァ
イ
条
令
が
公
布

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ラ
ン
ト
法
源
は
、
基
本
的
に
は
「
協
約
」
的
性
格
の
も
の
で
あ
る
「
特
権
付
与
状
(
民
自

?
g
gロ
-
F叩
ナ

可
芯
な
〉
」
(
い
わ
ゆ
る
「
ラ
ン
ト
の
特
権
の
宣
言
明
門
医
位
円

E
m
仏

2
T
S
L
E骨
2
Z
E
を
含
む
)
と
、
基
本
的
に
は
「
法
命
令
」
で

ア
イ
ヌ
ン
タ

あ
る
諸
条
令
と
の
こ
種
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
勿
論
、
前
者
は
、
具
体
的
「
協
約
」
当
事
者
(
太
公
な
ら
び
に
ラ
ン
ト
内
支
配
者
)

以
外
の
(
主
と
し
て
受
動
的
)
ラ
ン
ト
構
成
員
に
対
し
て
も
「
法
命
令
」
的
拘
束
力
を
有
し
て
い
る
し
、
内
容
的
に
は
従
前
の
「
法
命
令
」

的
条
令
に
由
来
す
る
も
の
を
含
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
。
後
者
の
立
法
に
際
し
で
も
、
ラ
ン
ト
の
能
動
的
構
成
員
た
る
ラ
ン
ト
内
支
配
者
な
い

γ
忌
テ
ゾ
デ

し
ラ
ン
ト
等
族
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
参
画
・
協
賛
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
直
ち
に
、
下
バ
イ
エ
ル
ン
の
ラ
ン
ト
法
源

に
、
法
律
と
し
て
の
基
本
的
性
格
を
異
に
し
て
い
る
こ
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
認
め
る
可
能
性
を
否
定
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
の
区
別
は
、

遅
く
と
も
第
一
次
特
権
付
与
状
の
作
ら
れ
た
一
一
一
一
一
一
年
に
は
成
立
し
、
上
・
下
バ
イ
エ
ル
ン
を
統
合
し
た
皇
帝
ル

1
ド
ヴ
ィ
ッ
ヒ
四
世
の

治
世
を
生
き
ぬ
い
た
の
み
な
ら
ず
、
近
世
の
統
一
バ
イ
エ
ル
ン
の
ラ
ン
ト
法
の
基
本
構
造
を
決
定
す
る
に
至
る
。
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中
世
後
期
を
通
じ
て
、
『
ル

l
ド
ヴ
ィ
γ

ヒ
の
上
バ
イ
エ
ル
ン
・
ラ
ン
ト
法
書
』
が
、
そ
の
ラ
ン
ト
法
生
活
の
中
心
に
位
置
し
て
い
た
。
こ
の
法
奮
は
、
下
バ
イ
エ
ル
ン
の
諸
条
令
の

よ
う
に
、
「
特
権
付
与
状
」
に
よ
っ
て
裁
判
(
支
配
)
権
の
体
系
と
し
て
組
織
化
さ
れ
た
ラ
ン
ト
を
前
提
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た

め
、
裁
判
所
(
現
実
に
裁
判
権
を
行
使
す
る
支
配
者
)
に
個
別
的
に
交
付
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
太
公
領
の
上
バ
イ
エ
ル
ン
部
分
と
い
う

他
方
、
上
バ
イ
エ
ル
ン
で
は
、
当
初
、

こ
の
区
別
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。

「
(
潜
在
的
・
観
念
的
)
ラ
ン
ト
」

t主

逆
に
、

法
書
が
交
付
さ
れ
受
け
入
れ
ら
れ
た
限
り
で
現
実
化
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。

(2) 

こ
の
法
書
は

「
法
命
令
」
で
は
あ
っ
た
が
、
ラ
ン
ト
に
対
し
て
公
布
さ
れ
る
「
法
律
」
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
「
法
命
令
し
で
あ
っ
て
「
協
約
」

で
は
な
い
か
ら
、
誓
約
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
そ
れ
は
確
か
に
「
協
約
」
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
「
ラ
ン
ト
」
の
現
実
的
創

出
・
具
体
化
と
い
う
、
下
バ
イ
エ
ル
ン
で
は
「
協
約
」
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
歴
史
的
使
命
を
負
わ
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
こ
の
課

題
を
、
「
交
付
」
と
い
う
個
別
的
な
形
で
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
達
成
し
て
い
っ
た
。
法
書
は
「
法
命
令
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
協
約
」

の
機
能
を
兼
ね
備
え
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
個
別
的
・
断
片
的
・
累
積
的
「
協
約
」
で
あ
っ
た
。
上
バ
イ
エ
ル
ン
の
法
生
活
は
、
下
パ
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イ
エ
ル
ン
と
比
較
す
る
と
、
未
分
化
で
且
つ
個
別
的
で
あ
る
。
特
権
付
与
状
の
性
格
に
し
て
も
、
後
者
は
集
団
的
・
一
般
的
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
前
者
に
あ
っ
て
は
個
別
的
・
例
外
的
で
あ
っ
た
。
上
バ
イ
エ
ル
ン
で
も
、
若
干
の
修
道
院
に
対
し
て
は
下
バ
イ
エ
ル
ン
の
貴
族
裁
判

〈

3
)

権
と
向
様
の
裁
判
権
が
与
え
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
個
々
的
に
付
与
さ
れ
た
例
外
的
特
権
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
上
・
下
バ
イ
エ
ル
ン
の
ラ
ン
ト
法
の
基
本
構
造
の
相
違
は
、
両
バ
イ
エ
ル
ン
の
国
制
も
し
く
は
支
配
構
造
の
相
違
に
対
応

し
て
い
る
。
即
ち
、
下
バ
イ
エ
ル
ン
が
貴
族
制
的
・
都
市
的
・
商
業
的
性
格
を
も
っ
ラ
ン
ト
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
上
バ
イ
エ
ル
ン
は
、
一

四
世
紀
ま
で
に
は
ほ
ぼ
ヴ
ィ
ッ
テ
ル
ス
パ
ッ
ハ
太
公
家
の
一
円
的
支
配
に
服
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
ま
た
、
農
村
的
要
素
が

支
配
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
バ
イ
エ
ル
ン
の
二
元
的
国
家
l

社
会
構
造
は
、
中
世
初
期
(
ア
ギ
ロ
ル
フ
ィ
ン
ガ
l
・
ヵ
l
ロ
リ
ン
ガ
i

期
を
含
む
)
以
来
の
長
い
国
王
(
帝
国
)
と
太
公
(
な
ら
び
に
太
公
類
似
の
権
力
〉
と
の
協
働
と
相
克
の
歴
史
の
所
産
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
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説

近
世
を
通
じ
て
維
持
さ
れ
、
今
日
で
も
な
お
地
方
行
政
管
区
の
在
り
方
を
決
定
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

論

(
6
)
 

フ
ラ
ン
ク
宮
宰
権
力
の
勢
力
の
バ
イ
エ
ル
ン
へ
の
浸
透
が
顕
著
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
八
世
紀
、
バ
イ
エ
ル
ン
は
、
ド
ナ
ウ
河
畔
の
ヴ
ェ
ル
テ

ン
プ
ル
ク
(
巧
叩

r
S
E
a
s
仏

2
ロ
8
2
)
か
ら
モ
l
ス
ブ
ル
ク
(
富
。
。
忌
日
も
を
経
て
南
方
で
イ
ン
(
同
ロ
ロ
)
河
に
連
な
る
線
を
大
体

の
境
界
線
と
し
て
、
そ
の
東
部
と
西
部
と
で
は
、
相
異
な
っ
た
支
配
構
造
を
持
っ
て
い
た
。
即
ち
、
こ
の
線
の
西
方
、
レ
ッ
ヒ

(
F
2
5
河
ま

で
の
、
後
の
上
バ
イ
エ
ル
ン
に
相
当
す
る
地
域
に
は
、
フ
オ
シ
ガ
ウ
(
間
口

g
-
m
E
)
の
フ
オ
シ
(
国

c
g乙
・
ズ
ン
ダ
l
ガ
ウ

(ω5与
2
m
g
)

の
フ
ァ
ガ
ナ
(
同
り
お
自
由
)
・
ハ
ヒ
ン
ク
の
谷
(
国

R
Eロ
宮
司
、
門
主
)
の
ハ
ヒ
リ
ン
ガ
(
民
岳
民
ロ
何
回
)
な
ど
の
大
貴
族
(
の

g
g
z
m
u
o
)
の
支

へ
9
u

配
が
展
開
し
て
い
た
。
テ
i
オ
ド
(
叶

r
g含
)
の
死
(
七
一
七
年
)
後
、
ザ
ル
ツ
プ
ル
ク

(ω
田
町
ゲ
ロ
品
)
の
フ

1
ク
ベ
ル
ト
(
出
口
ロ
ゲ

2
F

出
口
円
切
開
門
「
グ
出
口
開
ゲ

RH)
と
バ
イ
エ
ル
ン
の
覇
権
を
争
っ
た
グ
リ
モ
ア
ル
ト
(
の
己
目
。
目
5
・

0
即日。

5
の
支
配
の
拠
点
。
か
フ
ラ
イ
ジ
ン
ク

(

叩

〉

(m，
E
U
Z
m
)
に
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
見
れ
ば
、
か
つ
て
は
バ
イ
エ
ル
ン
西
部
に
も
太
公
の
所
領
(
同
日
Nom田
ぬ
三
)
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し

て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
グ
リ
モ
ア
ル
ト
は
、
カ
ー
ル
・
マ
ル
テ
ル
(
阿
国
ユ
呂
田
円

Z
5
の
介
入
す
る
中
で
、
七
二
八
年
に
暗
殺

(

日

)

さ
れ
て
し
ま
う
。
フ
l
グ
ベ
ル
ト
の
跡
を
継
い
だ
オ

I
デ
ィ
ロ

(
o
b
-
0・
O
E
O
-
O己
ロ
0)
も
、
七
四
三
年
、
ヒ
ル
デ
リ
ヒ
三
世
(
の
E
E
2
r
r

(ロ)

ほ
ど
な
く
没
す
る
(
七
四
八
年
)
。
彼
と
カ

l
ル
・
マ
ル
テ
ル
の
娘
(
ピ
ピ
ン
目
立
ロ
と

闘
・
)
を
推
戴
し
た
フ
ラ
ン
ク
軍
に
敗
北
を
喫
し
、

カ
ー
ル
マ
ン
同
日

-
2
8ロ
の
異
母
姉
弟
〉
の
ヒ
ル
ト
ル

I
ト
〈
国

5
2
5
と
の
聞
に
生
ま
れ
た
タ
ッ
シ
ロ
一
二
世
(
吋
虫
回
目
-o
園
・
)
は
、

己
の
支
配
を
貫
徹
す
る
た
め
に
は
先
ず
、
ピ
ピ
ン
等
の
異
母
兄
弟
で
あ
る
グ
リ
フ
ォ
(
の
同
町
内
O
)

を
退
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。
更
に
、
彼
は
、

七
五
七
年
ま
で
は
な
お
、
叔
父
ピ
ピ
ン
の
後
見
下
に
あ
り
、
母
が
摂
政
と
な
っ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ク
に
対
す
る
ア
ギ
ロ
ル
フ
ィ
ン
ガ
l
の
自

北法34(2・80)300 
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(2) 

立
性
が
後
退
し
た
こ
の
時
期
に
、
西
バ
イ
エ
ル
ン
に
あ
っ
た
太
公
の
所
領
の
多
く
が
、
先
の
犬
貴
族
に
対
し
て
、

円

一

比

)

ア

イ

グ

ソ

ハ

江

川

)

ら
れ
た
よ
う
で
、
彼
ら
は
こ
れ
ら
の
レ
l
ン
と
自
有
地
を
(
場
合
に
よ
っ
て
は
、
太
公
の
同
意
を
得
て
〉
寄
進
し
て
修
道
院
を
設
立
し
、
今

ハ
日
山
)

や
フ
ラ
ン
ク
王
権
の
影
響
下
に
立
つ
こ
と
と
な
っ
た
フ
ラ
イ
ジ
ン
ク
の
司
教
座
を
中
心
と
し
て
、
太
公
に
対
す
る
自
己
の
支
配
の
自
立
性
を

(
げ
)

確
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
カ

I
ロ
リ
ン
ガ
1
は
、
こ
う
し
て
、
バ
イ
エ
ル
ン
西
部
か
ら
、
ア
ギ
ロ
ル
フ
ィ
ン
ガ
l
の
太
公
支
配
の
中
に
模

(
叩
国
)

を
打
ち
込
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。

レ
ー
ン
と
し
て
分
ち
与
え

中世後期・近世におけるパイエノレン・ラント法史研究序説

こ
れ
に
対
し
て
、
ヴ
ェ
ル
テ
ン
プ
ル
ク
I

モ
l
ス
プ
ル
ク
l

イ
ン
河
を
結
ぶ
線
か
ら
東
方
、
エ
ン
ス
(
開
ロ
ロ
凹
)
河
ま
で
の
地
域
に
は
、
ド
ナ

(
川
口
〉

太
公
の
所
領
が
多
く
存
在
し
て
い
た
。
め
ぼ
し
い
貴
族
支
配
の
形
跡
も

(ω
田

-NRリ
}
回
)

の
三
河
川
に
沿
っ
て
、

ウ
・
イ
ン
・
ザ
ル
ツ
ア
ッ
ハ

河
川
に
因
ん
だ
名
称
を
持
つ
ガ
ウ
(
の

2
・
宮
ぬ
ロ
乙
に
き
ち
ん
と
組
織
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
の
地
帯
は
、

(

加

〉

ギ
ロ
ル
フ
ィ
ン
ガ
1
太
公
支
配
の
中
核
地
帯
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
太
公
は
多
く
の
修
道
院
を
設
立
し
、
ザ
ル
ツ
プ
ル
ク
・
パ
ッ
サ
ウ
・
ュ
l

(

幻

〉

(m)

お
そ
ら
く
は
レ

l
ゲ
ン
ス
プ
ル
グ
に
も
)
多
く
の
寄
進
を
し
て
い
る
。

な
く
、
通
常
、

ま
さ
に
、

ア

ダ

l
ア
ル
タ
イ
ヒ

(
Zぽ円山市吋曲目
grr)
な
ど
に
(
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
支
配
構
造
を
持
っ
た
バ
イ
エ
ル
ン
の
支
配
権
は
や
が
て
、

主
の
手
に
移
る
。
す
な
わ
ち
、

ア
ギ
ロ
ル
フ
ィ
ン
ガ
l
の
太
公
の
手
か
ら
カ
l
ロ
リ
ン
ガ
l
の
国

(
お
〉

タ
ッ
シ
ロ
は
、
既
に
七
五
七
年
に
コ
ム
ピ
エ

l

ニ
ュ
(
の
O
B
1
b宮
町
)
で
ピ
ピ
ン
に
対
し
て
、
七
八
一
年
に

〈

包

〉

に
対
し
て
レ
l
ン
法
上
の
宣
誓
(
円
巾
}
凶
器
向
日
仏
)
を
行
な
っ
て
い
た
が
、
七
八
七
年
に
は
終

ヴ
ォ
ル
ム
ス
(
君
。
司
自
由
)
で
カ
l
ル

(
同
日
。

に
、
バ
イ
エ
ル
ン
の
土
地
と
支
配
権
を
国
王
に
対
し
て
初
の
譲
渡
を
以
っ
て
象
徴
的
に
移
転
し
、
こ
れ
を
再
び
レ
l
ン
と
し
て
受
け
取
る
仕

(
お
』

儀
と
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
翌
年
、
イ
ン
ゲ
ル
ハ
イ
ム

(
F
m
m
F
g
g
)
の
宮
廷
会
議
の
席
上
、
ア
ヴ
ァ
l
ル
人
(
〉
当
日
開
乙
と
の
同
盟
を

ハ
お
〉

理
由
と
し
て
捕
え
ら
れ
、
レ
ー
ン
法
義
務
違
反
(
七
六
三
年
の
対
ア
キ
テ
l
ヌ
戦
役
の
際
の
従
軍
義
務
違
反
)
の
科
で
死
刑
を
宣
告
さ

れ
、
ゴ

l
ア
(
ω
?
の
O
同
『
)
で
剃
髪
を
受
け
て
、
ジ
ュ
ミ
エ

I
ジ
ュ
(
】
ロ
B-Fh州
市
田
)
・
ロ
ル
シ
ュ
(
円
、
日
開
口
己
に
監
禁
さ
れ
て
生
涯
を
終
え

る
。
そ
の
妻
子
も
同
様
に
、
修
道
院
に
幽
閉
さ
れ
た
。
カ
ー
ル
に
こ
の
強
行
措
置
を
可
能
と
し
た
も
の
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
パ
イ
品
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説

ル
ン
の
め
ぼ
し
い
貴
族
支
配
は
西
部
に
展
開
し
て
お
り
、
彼
ら
は
、

フ
ラ
ン
ク
と
緊
密
な

血
統
的
・
政
治
的
・
宗
教
的
・
レ
ー
ン
法
的
に
、

関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
事
情
で
あ
る
。

論

こ
う
し
て
自
ら
の
掌
中
に
収
め
た
バ
イ
エ
ル
ン
旧
太
公
領
を
、

グ
ラ
l
フ
(
の
E
h・
8
5
2・
官
同
叩
r
n
E
P
B
F
8
5
)
の
ゲ

カ
ー
ル
は
、

ア
レ
マ
ン
太
公
を
介
し
て
ア
ギ
ロ
ル
フ
ィ
ン
ガ
I
の
系

門
出
品
〉

譜
に
連
な
る
者
で
あ
っ
た
。
ゲ
ロ
ル
ト
の
後
継
者
が
ア
ウ
ド
ゥ
ル
フ
(
〉
昆
己
O
で
あ
る
。
八
一
四
年
、
ル
i
ド
ヴ
ィ
ッ
ヒ
敬
度
帝
(
戸
邑
・

ロ
ル
ト
(
の

20-5
に
支
配
さ
せ
た
。
彼
は
、

カ
ー
ル
の
姻
族
で
あ
る
と
同
時
に
、

当
日
関
門
同

2
3
6日
目
叩
〉
は
、

(
F
s
r
R〉
に
バ
イ
エ
ル

γ
を
分
与
し
、

ル
l
ド
ヴ
ィ
ッ
ヒ
(
後
の
「
ド
イ
ツ
人
帝
」
〉

八
一
七
年
、

ロ
l
タ
ル

(
T
M
L
S
m
仏
巾
同
巴
四
三
回
nrm)
が
こ
れ
を
引
き
継
ぐ
(
ラ
ウ
タ
l
ホ
l
フ
ェ
ン

T
E
Z与
え

2
・
イ
ン
ゴ

l
ル
シ
ュ
タ
ッ
ト

F
m
o
r
g舎
を
含

(

m
出

)

む
)
。
彼
は
、
ア
ウ
ド
ゥ
ル
フ
の
死
(
八
一
九
年
)
を
ま
っ
て
、
は
じ
め
て
そ
の
直
接
統
治
に
入
っ
た
(
八
二
五
年
)
。
主
と
し
て
東
部
パ
イ

Z

ル
ン
(
お
よ
び
ノ
ル
ト
ガ
ウ
)
に
存
在
し
て
い
た
旧
太
公
所
領
は
、
こ
う
し
て
、
名
実
と
も
に
国
王
の
所
領
(
問
。
巳
m晶
巳
)
と
な
っ
た
。

ヴ
エ
ル
ダ
ン
(
〈

R
L
E
)
条
約
(
八
四
三
年
)
に
よ
っ
て
東
フ
ラ
ン
ク
王
と
な
っ
た
ル

l
ド
ヴ
ィ
ッ
ヒ
|
|
教
皇
な
ら
び
に
ピ

(
h
U
)
 

ザ
ン
ツ
の
官
房
は
、
依
然
と
し
て
彼
を
「
バ
イ
エ
ル
ン
人
た
ち
の
王
」
と
呼
ん
だ
ー
ー
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
の
支
配
を
グ
ラ
l
フ
の
エ
ル
ン
ス
(
m
M
〉

ト
(
何
百
回
同
)
に
委
ね
る
。
彼
は
フ
ラ
ン
ク
貴
族
で
あ
り
、
ル

l
ド
ヴ
ィ
ッ
ヒ
の
息
子
の
カ

I
ル
マ
ン
(
同
R
E
Eロ
ロ
)
の
岳
父
に
も
な
っ
た
。

(

お

〉

彼
は
、
八
六
一
年
に
、
失
脚
す
る
。
カ
ー
ル
マ
ン
は
、
八
六
六
年
に
、
ル

1
ド
ヴ
ィ
ッ
ヒ
か
ら
バ
イ
エ
ル
ン
の
支
配

(
Z
E
o
切
包
O
R
U
m
)

(
川
品
)

を
委
ね
ら
れ
て
い
た
が
、
父
の
死
後
(
八
七
六
年
)
、
自
ら
「
バ
イ
エ
ル
ン
人
の
王
(
円
四
阿
切

2
5ユ
0
2
5
)」
を
称
し
、
東
南
の
辺
境
の
支

(

お

)

配
を
ア
ル
ヌ
ル
フ
(
〉
自
己
民

g口
問
問
自
丹
市
ロ
)
に
委
ね
る
。
カ
ー
ル
マ
ン
の
没
(
八
八

O
年
)
後
、
や
が
て
バ
イ
エ
ル
ン
の
支
配
権
は
カ

そ
の
後
、

ー
ル
(
シ
ャ
ル
ル
)
一
一
一
世
(
関
白
ユ
回
・
仏
2
0
w
w
m
)
に
移
り
(
八
八
二
年
)
、

西
フ
ラ
ン
ク
王
で
も
あ
っ
た
彼
の
も
と
で
、

王
の
パ
イ
エ

ル
ン
総
督
の
バ
イ
エ
ル
ン
・
マ
ル
ク
グ
ラ
I
フ、

エ
ン
ギ
ル
デ
オ
(
ロ
ロ
包
E
m
O
B回同
nrmロ
包
∞
回
巳
O白立。
E
B〉、

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ミ
l
ナ
l

(者
F
m
E
5
2・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
岩
手
四
百
と
エ
ン
ゲ
ル
シ
ャ
ル
グ
阿
佐
官
胃

E
-
5
に
か
わ
っ
て
ド
ナ
ウ
河
流
域
の
マ
ル
グ
グ
ラ

1
フ
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シ
ャ
フ
ト
を
支
配
し
た
ア
リ
ボ
l
(〉
ユ
ゲ
O)、

モ
l
ス
プ
ル
グ
と
カ
ル
ン
ブ
ル
ク
(
穴
白
s
r
z
H
m
)
を
拠
点
と
し
て
カ
ラ
ン
タ
l
ニ
エ
ン

門
部
〉

(
沢
田
自
己
向
巳
間
口
)
を
支
配
す
る
ア
ル
ヌ
ル
フ
の
鼎
立
状
態
が
現
出
す
る
。

ハ
幻
)

く
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
し
て
、

八
八
七
年
、

ア
ル
ヌ
ル
フ
が
東
フ
ラ
ン
ク
王
位
に
就

(2) 

(

問

調

)

ド
イ
ツ
人
帝
ル
l
ド
ヴ
ィ
ッ
ヒ
や
カ

1
ル
マ
ン
の
も
と
で
既
に
、
エ
ル
ン
ス
ト
や
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ミ
l
ナ
!
や
ア
リ
ボ
ー
な
ど
の
例
に
見
る

(
m
m
〉

よ
う
に
、
新
し
い
土
着
の
大
貴
族
支
配
の
形
成
の
兆
が
出
て
き
て
い
た
。
こ
れ
を
許
し
た
の
は
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
族
・
ス
ラ
プ
族
に
対
す
る
東
方

〈
同
叫
〉

経
略
の
必
要
性
で
あ
っ
た
。
国
王
は
、
フ
ラ
ン
ク
帝
国
貴
族
層
Q
H
E
E
印
ロ
『
百
円
月
四
日
各
国
即
日
g
r
E
C
や
血
統
的
・
政
治
的
・
宗
教
的
に
フ

〈

H

U

)

(

刊

M
V

ラ
ン
ク
と
緊
密
な
関
係
に
あ
っ
た
西
バ
イ
エ
ル
ン
の
貴
族
を
、
太
公
(
同
2
8
∞
・
仏
ロ
凶
)
・
グ
ラ

l
フ
と
し
て
、
こ
の
地
の
防
衛
と
経
営
に
当

ペ
同
制
)

た
ら
せ
た
。
こ
の
官
職
と
東
方
辺
境
地
帯
に
お
け
る
入
植
・
開
墾
・
支
配
と
が
、
彼
ら
の
勢
力
の
拡
大
と
政
治
的
地
位
の
上
昇
の
基
盤
と
な

(

斜

)

(

げ

叩

)

っ
た
。
少
し
時
期
は
下
る
が
、
ジ
ギ
ハ
ル
デ
ィ
ン
ガ

I

(
後
の
エ
パ
l
ス
ペ
ル
ク
家
)
(
巴
m
E
E
Z
m
2
巴
)
日
与
2
宮
乙
、
ト
ラ
ウ
ン
ガ

ウ
3
2
5
2
)
の
オ
タ
カ

i
ル
家
吉
田
n
z
日
、
オ
ス
ト
マ
ル
ク

(
E
E
E
の
パ

l
ベ
ン
ベ
ル
グ
家
S
5
g
z
b
d
、
そ
し

ペ
泊
四
)

て
ほ
か
な
ら
ぬ
リ
ュ
イ
ト
ポ
ル
デ
ィ
ン
ガ
!
(
F
S
G
。
5
5官
同
)
の
場
合
も
、
事
情
は
同
じ
で
あ
っ
た
。

門
川
崎
)

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
と
エ
ン
ゲ
ル
シ
ヤ
ル
ク
が
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
人
(
宮
間
r
z
ロ
)
の
前
に
敗
死
し
た
あ
と
、
ド
ナ
ウ
の
マ
ル
ク
グ
ラ

(
印
)

ア
リ
ボ
ー
で
あ
っ
た
(
八
七
一
年
)
。

中世後期・近世におけるバイエノレン・ラント法史研究序説

八
七

O
年、

ー
フ
シ
ャ
フ
ト
の
支
配
を
委
ね
ら
れ
た
の
は
、

カ
ー
ル
マ
ン
の
死
後
、

〈

日

〉

人
の
息
子
は
ア
ル
ヌ
ル
フ
の
も
と
に
駆
り
、
こ
れ
に
レ

1
ン
法
上
の
臣
従
宜
誓
を
行
な
っ
た
(
八
八
二
年
)
。

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ミ

l
ナ
l
の

ア
リ
ボ

1
は、

肥
満
帝
カ

l

北法34(2・83)303 

ル
三
世
と
結
ん
だ
。

ア
ル
ヌ
ル
フ
の
勝
利
は
、

(
位
〉

シ
ャ
フ
ト
を
も
た
ら
し
た
。

一
旦
は
、

グ
ィ
ル
へ
ル
ミ

1
ナ
l
に
、

カ
ラ

γ
タ
1
ニ
エ

γ
と
ア
リ
ボ
!
の
東
方
グ
ラ
l
フ

エ
ン
ゲ
ル
シ
ヤ
ル
ク
二
世
(
開
口
ぬ
巾
}
田
口
『
巳
片
岡
・
)
は
八
九
三
年
に
レ
l
ゲ
ン
ス
プ
ル
グ
で
拭
せ
ら

れ
、
リ
ュ
イ
ト
ボ
ル
ト
(
戸
巳
G
o
E
)
が
替
っ
て
東
万
マ
ル
ク
グ
ラ

i
フ
(
B
R
n
r
g
g
E
O
H
U
ロ
丹
市
)
と
な
る
。
彼
は
更
に
、
八
九
五

し
か
し
、

年
、
ノ
ル
ト
ガ
ウ
な
ら
び
に
レ
!
ゲ
ン
ス
プ
ル
ク
周
辺
の
ド
ナ
ウ
ガ
ウ
(
ロ
。
ロ
g
官
ら
と
い
う
ボ
ヘ
ミ
ア
人
(
切
O
Y
B
E
)
と
の
境
界
領



説

域
を
抑
え
て
い
た
エ
ン
ギ
ル
デ
オ
が
廃
せ
ら
れ
た
後
、

そ
の
バ
イ
エ
ル
ン
・
マ
ル
ク
グ
ラ
I
フ
〈
自
由
民
v
g扇
町
四
回
目
。
担
同
即
日
正
巳
の
地
位

円

弱

〉

(

刷

出

)

お
よ
び
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
に
対
す
る
権
利
を
手
中
に
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
ア
ル
ヌ
ル
フ
の
も
と
で
、
リ
ュ
イ
ト
ボ
ル
ト
は
み
る

ア
リ
ボ
ー
な
ど
、
他
の
貴
族
の
そ
れ
を
凌
駕
す
る
ま
で
に
な
っ
た
が
、
そ
の
地
位
は
依
然
と

論

み
る
頭
角
を
現
わ
し
て
ゆ
き
、
そ
の
勢
力
は
、

し
て
(
ゲ
ロ
ル
ト
・
ア
ウ
ド
ゥ
ル
フ
・
エ
ル
ン
ス
ト
・
エ
ン
ギ
ル
デ
オ
と
同
様
〉
、

国
王
の
役
人
で
あ
っ
て
(
勿
論
、
そ
の
地
位
は
自
己
の

実
力
支
配
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

「
官
吏
」

で
は
な
い
が
)
、

か
つ
て
の
タ
ッ
シ
ロ
と
同
じ
意
味

ハ
白
山
〉

部
族
(
∞
仲
間
目
白
)

近
代
的
意
味
で
の

(
白
山
)

で
の
「
太
公
(
部
族
太
公

ω
Z
B
S
E
E
R
o
mど
で
は
な
か
っ
た
。
な
る
ほ
ど
、
バ
イ
エ
ル
ン
は
、
ヵ
l
ル
マ
ン
以
降
、

領
域
と
し
て
、
東
フ
ラ
ン
ク
帝
国
の
中
で
の
自
律
性
・
自
己
完
結
性
を
強
め
て
き
て
は
い
た
。
だ
が
、
そ
の
「
太
公
」
は
、
カ
ー
ル
マ
ン
で

あ
り
、
ま
た
東
フ
ラ
ン
ク
(
ド
イ
ツ
)
王
で
あ
る
ア
ル
ヌ
ル
フ
自
身
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
バ
イ
エ
ル
ン
「
太
公
領
」
は
、
な
お
そ
の
ま
ま
、

〈
四
国
〉

カ
l
ロ
リ
ン
ガ
l
の
「
国
王
ラ
ン
ト
(
穴
α
E
m凹
『
ロ
巴
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ア
ル
ヌ
ル
フ
の
死
(
八
九
九
年
)
と
幼
童
王
ル

1
ド
ヴ
ィ
ッ
ヒ
四
位
(
三
世
?
〉
(
戸
邑
玄
関
同
仏
国
回
目
包
)
の
即
位
(
九

O
O年
)
と

と
も
に
、

事
態
は
大
き
く
動
き
出
し
た
。

摂
政
の
任
に
当
た
っ
た
マ
イ
ン
ツ
(
宮
白
山
口
N

)

大
司
教
ハ
ッ
ト
l
(
白
色
吉
)
と
並
ん
で
、

ヌ
ル
フ
の
支
配
の
拠
点
で
あ
っ
た
バ
イ
エ
ル
ン
の
貴
族
が
、
帝
国
統
治
上
、
決
定
的
に
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
パ
イ

エ
ル
ン
貴
族
の
間
で
指
導
的
地
位
を
占
め
て
い
た
の
が
、

ち
ょ
う
ど
マ
ジ
ャ

1
ル
人
(
ロ
ロ
関
白

E
)
の
侵
冠
が

リ
ュ
イ
ト
ポ
ル
ト
で
あ
る
。

椙
獄
を
極
め
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。
大
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
公
園
の
瓦
解
(
九

O
五
/
六
年
〉
の
後
、
バ
イ
エ
ル
ン
は
反
撃
に
転
じ
た
が
、
プ
レ

リ
ュ
イ
ト
ポ
ル
ト
も
、
ザ
ル
ツ
プ
ル
ク
大
司
教
テ
ィ
l
ト
マ
l
ル
(
吋
E
a自
由
乙
、

ス
ブ
ル
ク
(
伊
白
宰

5
m〉
で
壊
滅
的
打
撃
を
被
り
、

北法34(2・84)304 
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フ
ラ
イ
ジ
ン
ク
司
教
ウ
ド
〈
C
仏O
)
、

(

印

)
年
)
。
こ
の
危
機
的
状
況
の
中
で
、
リ
ュ
イ
ト
ボ
ル
ト
の
息
子
の
ア
ル
ヌ
ル
フ
(
〉
自
己
図
仏

2
回
。
回
目
)
が
、
バ
イ
エ
ル
ン
の
貴
族
た
ち
に
よ

セ
i
ベ
ン

(
E
Z己
司
教
ツ
ア
ハ
リ
ア
ス

(
N
田
口
宮
崎
広
乙
と
と
も
に
敗
死
し
て
し
ま
う
(
九

O
七

「
太
公

(
E
F
同四円
Nom)
」
の
名
で
、
カ
l
ロ
リ
ン
ガ
l
の
部
分
王
国
(
叶
色
日
官
民
乙
と
し
て
の

〈
印
〉

バ
イ
エ
ル
ン
王
国
(
列
目
的
ロ

EM
切

2
2
E目
)
の
伝
統
を
継
承
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
リ
ュ
イ
ト
ボ
ル
ト
の
「
太
公
」
の
称
号
が
依

っ
て
推
戴
さ
れ
る
。

彼
の
支
配
は
、

(2) 

然
と
し
て
ボ
ヘ
ミ
ア
辺
境
総
督
職
を
意
味
す
る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
の
に
対
し
、

ア
ル
ヌ
ル
フ
は
、
「
バ
イ
エ
ル
ン
太
公

E
Z
M

回
包
O
白・

中世後期・近世におけるパイエノレン・ラント法史研究序説

巳

O
E
B
)」
を
名
乗
る
と
同
時
に
、
そ
の
国
王
に
類
似
し
た
地
位
を
主
張
し
て
い
る
。

ッ
ヒ
の
宮
廷
か
ら
も
、
完
全
に
退
い
て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
ル

l
ド
ヴ
ィ
ッ
ヒ
も
九
一
一
年
に
は
嘉
じ
、
宮
廷
で
勢
力
を
獲
て
き
て
い
た

彼
は
ま
た
、

父
と
は
異
な
り
、
幼
童
王
ル

l
ド
ヴ
ィ

フ
ラ
ン
ケ
ン
の
コ
ン
ラ
l
ト
(
問
。
日
包
同
・
)
が
国
王
に
選
出
さ
れ
る
。

九
一
四
年
に
国
王
と
の
聞
に
戦
端
を
開
い
た
ア
ル
ヌ
ル
フ
は
、

旦
は
マ
ジ
ャ
l
ル
人
の
も
と
へ
の
亡
命
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
が
、

や
が
て
バ
イ
エ
ル
ン
を
再
征
服
し
(
九
一
七
年
)
、

コ
ン
ラ
l
ト
に
致
命

傷
を
負
わ
せ
る
(
九
一
八
年
)
。

コ
ン
ラ

1
ト
は
、

ザ
ク
セ
ン
の
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ

(
E
2
2
r
y
H
・
)
を
国
王
に
指
命
し
た
が
、
バ
イ
エ
ル
ン

ア
ル
ヌ
ル
フ
を
国
主
に
推
戴
し
た
。
九
二
一
年
、

ア
ル
ヌ
ル
フ
は
、

王
号
に
対
す
る
要
求
を
放
棄
す
る
と
と
も
に
、

の
貴
族
た
ち
は
、

し
か
し
、

他
方
、

ア
ル
ヌ
ル
フ
は
、

司
教
任
命
権
を
合

ン
法
上
の
主
従
関
係
を
設
定
し
て
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
の
上
級
支
配
権
を
承
認
し
た
。

め
、
バ
イ
エ
ル
ン
の
広
汎
な
自
律
的
支
配
権
を
確
保
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
序
々
に
生
成
し
獲
得
さ
れ
て
き
た
バ
イ
エ
ル
ン
の
部
族
太
公
領
と
し
て
の
自
律
性
も
、
ア
ル
ヌ
ル
フ
の
死
(
九
三
七
年
)
と

と
も
に
、
揺
ら
ぎ
始
め
た
。
彼
は
、
既
に
九
三
五
年
に
、
長
子
エ

l
ベ
ル
ハ
ル
ト
(
開

Z
F阻
止
)
を
自
己
の
後
継
者
と
定
め
て
い
る
。
そ
の

代
償
と
し
て
、
彼
は
、

オ
ッ
ト
l
(
。
2
0
H・
仏
日
。

3
0巴
の
王
位
継
承
を
承
認
し
た
(
九
三
六
年
〉
。
だ
が
、
オ
ッ
ト
l
は
、
エ
l
ベ
ル
ハ

ル
ト
の
バ
イ
エ
ル
ン
継
承
を
認
め
ず
、
九
三
八
年
、
再
度
の
遠
征
の
結
果
、
こ
れ
を
追
放
し
て
、
ア
ル
ヌ
ル
フ
の
弟
の
ベ
ル
ト
ル
ト
(
回
目
ユ
ゲ
0
5
)

を
太
公
と
し
た
。
そ
れ
ま
で
カ
ラ
ン
タ
l

ニ
エ
ン
で
太
公
を
称
し
て
い
た
彼
は
、
九
二
六
年
に
、

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
一
…
世
が
シ
ュ
ヴ
ァ

l
ベ
ン

レ

北法34(2・85)305 



説

太
公
領
を
縮
小
し
て
新
し
い
太
公
を
任
命
し
た
際
に
、

フ
イ
ン
チ
ュ
ガ
ウ

(SDgngg)と
エ
ン
ガ
デ
ィ
ン
〈
開
口
官
会
己
を
与
え
ら
れ
、
こ

れ
ら
の
地
方
で
は
グ
ラ
l
フ
と
し
て
登
場
す
る
。
こ
の
ベ
ル
ト
ル
ト
の
太
公
補
任
と
と
も
に
、
バ
イ
エ
ル
ン
の
司
教
任
命
権
は
再
び
国
王
の

論

手
に
戻
っ
た
。
グ
ラ
l
フ
補
任
権
も
太
公
か
ら
剥
奪
さ
れ
、
国
王
の
所
領
の
支
配
と
管
理
の
た
め
に
プ
プ
ア
ル
ツ
・
グ
ラ
l
フ
〈
盟
問
「
唱
え
)

が
置
か
れ
た
可
能
性
も
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
オ
ッ
ト

l
は
、
更
に
、
ベ
ル
ト
ル
ト
の
死
(
九
四
七
年
〉
後
、
自
分
の
弟
の
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ

(
同
市
町
ロ
ユ
n
r
H
・
)
を
バ
イ
エ
ル
ン
太
公
と
し
た
。

彼
の
妻
の
ユ
デ
ィ
ト

(
T
b
F
)
は
、
太
公
ア
ル
ヌ
ル
フ
の
娘
で
あ
る
。

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ

の
死
(
九
五
五
年
)
後
、

そ
の
地
位
は
、

息
子
の
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
(
出
色
ロ
ユ
ロ
ゲ
目

ι
2
N官
官
乙
に
引
き
継
が
れ
、

ユJ
ア
ィ
ト
と
ブ
ラ

イ
ジ
ン
グ
司
教
ア
プ
ラ
ハ
ム

(〉ゲ同白
}
g
B
)
が
摂
政
の
任
に
当
た
っ
た
。

ユ
デ
ィ
ト
の
娘
は
、

シ
ュ
ヴ
ァ

l
ベ
ン
太
公
ブ
ル
ヒ
ャ
ル
ト

世
〈
二
世
?
)
(
∞
ミ
与
阻
止
国
・
)
に
嫁
し
て
い
た
が
、
九
七
三
年
に
王
位
に
就
い
た
オ
ッ
ト

l
二
世

(
0
2
0
同
・
)
は
、
こ
の
年
、
ブ
ル
ヒ

ャ
ル
ト
の
死
を
ま
っ
て
、

(
戸
戸
己
円
】
。
]
『
)

の
子
の
オ
ッ
ト
ー
を
シ
ュ
ヴ
ァ

l
ベ
ン
太
公
位
に
就
け
る
。

オ
ッ
ト
!
大
帝
の
息
子
リ
ウ
ド
ル
フ

」
の
オ
ッ
ト
ー
が
、

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
二
世
が
叛
乱
に
失
敗
し
て
ボ
へ
ミ
ア
に
逃
れ
た
後
、
バ
イ
エ
ル

γ
太
公
位
も
手
中
に
収
め
る
こ
と
に
な

る
(
九
七
六
年
)
。

ケ
ル
ン
テ
ン
(
町
内
山

2
5ロ
)
が
バ
イ
エ
ル
ン
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
独
立
の
太
公
領
に
昇
格
し
、

こ
の
時
、

ベ
ル
ト
ル
ト

の
息
子
の
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
(
田
町
広
三
円
と
が
そ
の
太
公
と
な
っ
た
。
オ
ス
ト
マ
ル
ク
に
つ
い
て
も
、

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
二
世
と
姻
戚
関
係
に
あ

っ
て
そ
の
叛
乱
に
も
荷
担
し
て
い
た
ブ
ル
ヒ
ャ
ル
ト
(
回
号
岳
山
正
)
に
替
っ
て
、
パ

1
ベ
ン
ベ
ル
ク
家
の
祖
の
リ
ュ
イ
ト
ボ
ル
ト
(
問
、
巳
否
。
E

円
)
が
マ
ル
ク
グ
ラ
l
フ
に
任
ぜ
ら
れ
た
。

イ
タ
リ
ア
遠
征
か
ら
の
帰
路
、

ル
ッ
カ

(THng〉
で
没
し
た
後
(
九
八

太
公
オ
ッ
ト
ー
が
、

三
年
)
、

先
に
(
九
七
七
年
)

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
二
世
と
組
ん
で
二
人
の
オ
ッ
ト
l
に
叛
旗
を
翻
し
て
追
放
さ
れ
て
い
た
ケ
ル
ン
テ
ン
の
ハ
イ

ン
リ
ッ
ヒ
が
、

ケ
ル
ン
テ
ン
を
除
く
バ
イ
エ
ル
ン
を
獲
得
し
た
(
白
色
ロ
ユ
各
国
・
)
。
同
じ
年
、
国
王
オ
ッ
ト

l
二
世
が
嘉
.
す
る
と
、

た
ち
ま

ち
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
二
世
が
バ
イ
エ
ル
ン
を
要
求
し
て
兵
を
挙
げ
、
九
八
五
年
、
彼
は
バ
イ
エ
ル
ン
太
公
広
返
り
咲
く
。
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
三
世

は
、
彼
が
か
つ
て
有
し
て
い
た
ケ
ル
ン
テ
ン
太
公
位
を
与
え
ら
れ
た
〈
出
色
ロ
ユ
各
戸
)
。
彼
の
死
(
九
八
九
年
)
後
は
、

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ

北法34(2・86)306 



世
が
ケ
ル
ン
テ
ン
を
も
、
併
せ
支
配
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
二
世
の
子
が
、
後
に
国
王
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
二
世
(
出
色
ロ
ユ
岳

(2) 

同
)
(
一

O
O二
年
|
一

O
二
四
年
)
と
な
っ
た
太
公
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
四
世
(
回
目
2
1
n
r
弓
)
(
九
九
五
年
|
一

O
O四
年
)
で
あ
る
。

う
し
て
、
バ
イ
エ
ル
ン
は
、
一

O
世
紀
の
後
半
を
通
じ
て
序
々
に
、
再
び
(
ド
イ
ツ
)
帝
国
公
認
ロ
ロ
ヨ
寸
2
5巳
2
5
)
に
組
み
込
ま
れ

一
一
世
紀
に
は
逆
に
国
王
の
権
力
基
盤
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

オ
ッ
ト
!
大
帝
が
バ
イ
エ
ル
ン
を
帝
国
に
組
み
入
れ
て
ゆ
く
際
に
も
、
決
定
的
に
重
要

て
ゆ
き
、
ア
ル
ヌ
ル
フ
の
バ
イ
エ
ル
ン
支
配
に
と
っ
て
も
、

中世後期・近世におけるバイエノレン・ラント法史研究序説

な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
が
、
教
会
に
対
す
る
支
配
権
で
あ
っ
た
。

ア
ル
ヌ
ル
フ
の
死
後
、
司
教
任
命
権
な
ら
び
に
教
会
へ
の
寄
進
の
主
導

オ
ッ
卜
l
の
手
に
握
ら
れ
た
。
九
五
三
年
、

権
は
、

ア
ル
ヌ
ル
フ
の
息
子
た
ち
(
ア
ル
ヌ
ル
プ
〉
自
己
民
・
ヘ
ル
マ
ン

Z
2自
由
ロ
ロ
・
ハ
イ
ン

リ
ッ
ヒ
出
冊
目
ロ
片
付
己
が
、

(
白
山
〉

き
自
を
見
た
後
に
は
、
ア
ル
ヌ
ル
フ
の
息
子
の
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
の
占
有
し
て
い
た
リ
ュ
イ
ト
ポ
ル
デ
ィ
ン
ガ
l
の
世
襲
所
領
も
、
ザ
ル
ツ
プ

門
田
山
〉

ル
グ
に
寄
進
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
教
会
所
領
に
イ
ム
ニ
テ
l
ト
特
権
を
与
え
て
、
国
王
の
教
会
支
配
権
を
法
的
に
保
障
し
確
保
す

(

日

凶

)

る
努
力
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
司
教
に
対
し
て
グ
ラ

l
フ
の
権
利
が
与
え
ら
れ
た
結
果
、
か
つ
て
リ
ュ
イ
ト

オ
ッ
ト

1
の
子
の
リ
ウ
ド
ル
フ
に
組
し
て
、

国
王
と
太
公
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
一
世
に
叛
旗
を
翻
し
て
敗
北
の
憂

ポ
ル
デ
ィ
ン
ガ
!
の
太
公
位
獲
得
の
出
発
点
と
も
な
っ
た
グ
ラ
l
フ
の
権
利
は
、

(
U
W
)
 

な
っ
て
い
っ
た
。

フ
ォ
ー
ク
ト
権
(
〈
o
m
g町
四

n
E巾
)
と
類
似
す
る
も
の
と

(
カ

i
ロ
リ
ン
ガ
l
以
来
の
制
度
で
あ
る
)

へ
時
)

領
と
太
公
所
領
と
の
区
別
も
な
さ
れ
だ
。

(ω) 

(〉
5
2
r
m吋
N
O
m
z
g
)
が
図
ら
れ
た
。

プ
フ
ア
ル
ツ
・
グ
ラ
l
フ
が
あ
ら
た
め
て
設
置
・
任
命
さ
れ
て
、

国
王
所

部
族
的
出
自
を
異
に
す
る
太
公
を
も
っ
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

官
史
に
、

太
公
職
の
官
職
化

一
O
O二
年
、

の
跡
を
襲
っ
て
王
位
に
就
い
た
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
二
世

オ
ッ
ト
l
三
世
(
。
2
0
園
・
)

も

そ
の
治
世
の
初
期
に
こ
そ
、

ハ
イ
エ
ル
ン
人
の
選
挙
権
を
理
由
と
し
て
、

ハ
l
ベ
ン
ベ
ル
グ
家
の
マ
ル
ク
グ
ラ
l
フ
の
ハ
イ
ン
リ
ッ

ヒ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ン
フ
ル
ト
(
回
目
E
H
F
n
F
4
0
ロ

ωロ
ゲ
毛
色
正
日
乙
の
バ
イ
エ
ル
ン
太
公
位
の
要
求
を
退
け
た
け
れ
ど
も
、

O
四
年
に
は
、

の
兄
弟
で
あ
っ
た
ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
家
(
回
目
印
戸
口

5
5ゲ
ミ
∞
)

の
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ

皇
妃
ク
ニ
グ
ン
デ
(
同
己
巳
∞
己
同
丘
町
)

v 
、ーO 
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説

(出冊目ロユ
n
r
g
D
C
X
E
F
Z門
的
〉
を
太
公
に
補
任
し
て
(
出
色
ロ
ユ
n
r
J刊し、

オ
ッ
ト
l
諸
帝
の
政
策
を
継
承
す
る
。
し
か
し
、

ハ
イ
ン
リ
γ

論

ヒ
五
世
が
一

O
O八
年
に
叛
乱
を
起
こ
し
て
翌
年
廃
位
さ
れ
た
結
果
、

〈
均
)

イ
エ
ル
ン
を
直
接
統
治
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
太
公
の
権
力
基
盤
が
拡
充
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
か
え
っ
て
、

パ
ム
ベ
ル
ク
(
∞
回
目

Z
話
)
へ
の
寄
進
は
、
太
公
所
領
の
著
し
い
減
少
を
も
た
ら
し
た
。
オ
ッ
ト
l
諸
帝
以
来
の
帝
国
教
会
政
策
が
、

と
、
推
し
進
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

一
O
O九
年
か
ら
一

O
一
七
年
ま
で
、
国
王
ハ
イ
ン
リ
γ
ヒ
が
、
パ

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
二
世
は
、

そ
の
晩
年
(
一

O
一
八
年
1

一
O
ニ
四
年
)
、

リ
ュ
ツ
ェ
ル
ブ
ル
グ
の
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
を
再
び
バ
イ
エ
ル
ン
太

公
に
据
え
た
。

コ
ン
ラ
l
ト
二
世
(
穴

g
g弘
同
・
〉
が
即
位
し
て
、
そ
の
二
年
後
の
一

O
二
六
年
、

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
五
世
が
没
す
る
。

七
年
、
コ
ン
ラ
1
ト
は
、
既
に
王
位
継
承
者
に
指
定
し
て
あ
っ
た
息
子
の
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
を
バ
イ
エ
ル
ン
の
太
公
位
に
就
け
た

(
Z
O
即日山口
r

d
・
)
。
彼
は
そ
の
と
き
ま
だ
一

O
歳
の
童
子
で
あ
っ
た
。
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
六
世
は
、
一

O
三
九
年
に
即
位
し
て
、

国
王
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
三
世

L

-

h

h

h

っ
こ
。

?
と
ゆ
J

》

中

t

し
か
し
、

一
O
四
二
年
、

(ω
同

ES--〉
E
)
の
脅
威
に
備
え
る
た
め
に
、

ハ
ン
ガ
リ
ー
の
ザ
ム
エ
ル
・
ア
バ

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ

五
世
の
甥
の
ハ
イ
ン
リ
y

ヒ
(
出
色
ロ
ユ
n
y
d同
・
)
を
太
公
に
補
任
す
る
ま
で
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
は
、
国
王
の
直
接
支
配
下
に
置
か
れ
た
。

再
び
二
年
間
の
太
公
空
位
期
が
あ
り
、

の
ハ
イ
ン
リ
y

ヒ
七
世
の
死
(
一

O
四
七
年
)
後
、

一
O
四
九
年
に
太
公
と
な
っ
た
コ
ン
ラ
l
ト

一
O
五
O
年
に
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
皇
帝
の
子
が
、

(問。ロ

E仏
4
0
ロ
N
g
H
)
}
M
m
H
M
)

も
一

O
五
三
年
に
は
廃
位
さ
れ
、

太
公
ハ
イ

γ
リ
y

ヒ

八
世
(
出
色
ロ
ユ
口
町
酉
・
)
と
な
っ
た
。

翌
年
、
彼
が
国
王
ハ
イ
ン
リ
y

ヒ
四
世
(
出
企
日

rr
見
)
と
な
っ
た
た
め
、

弟
の
コ
ン
ラ
!
ト
が

バ
イ
エ
ル
ン
太
公
位
に
就
く
が
、
こ
の
コ
ン
ラ
!
ト
二
世
(
町
内
O
ロ
門
主
同
・
)
は
、

一
O
五
五
年
に
は
早
く
も
幼
逝
し
て
し
ま
う
。
次
い
で
、

ハ
イ
エ
ル
ン
太
公
と
な
っ
た
の
は
、

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
三
世
の
妃
の
ア
グ
ネ
ス
(
〉
宮
町
乙
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

コ
ン
ラ
l
ト
二
世
と
ハ

(

花

)

イ
ン
リ
ッ
ヒ
三
世
の
場
合
に
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
を
国
王
の
直
轄
一
フ
ン
ト
と
し
て
保
持
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
前
面
に
出
て
き
て
い
る
。
し
か

し
、
ほ
か
な
ら
ぬ
彼
ら
の
統
治
努
力
が
、

一
方
で
は
、
太
公
領
に
多
く
の
自
立
的
政
治
権
力
(
家
門
支
配
)
を
生
み
出
し
て
ゆ
く
こ
と
に
も 段

北法34(2・88)308 
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工
っ
こ
。

サ

'
+
I

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
三
世
は
、

フ
イ
ス
カ
河

(
E
2
E
)
・
ラ
イ
タ
河
(
戸
白
山
岳
乙
・
マ
ル
グ
河

即
ち
、

ハ
ン
ガ
リ
ー
に
対
し
て
、

Q
P
R
r
)
に
添
っ
て
ノ
イ
マ
ル
ク

(
Z
2
H
E
E
を
設
営
し
た
が
、

ア
l
ダ
ル
ベ
ル
ト
(
〉
円
四
回
-σ
巾
円
丹
〉
の

息
子
の
リ
ュ
イ
ト
ボ
ル
ト
(
戸
巳
4
0
5
)
か
ら
王
の
女
婿
で
あ
っ
た
ジ
l
ク
フ
リ
l
ト

(ω
日
目
的
『
巳
包
)
を
経
て
、
や
が
て
パ

l
ベ
ン
ベ
ル
グ

(
ね
)

家
の
エ
ル
ン
ス
ト

(
H
W
5
2
)
の
手
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
王
は
、
ボ
ヘ
ミ
ア
と
の
関
係
で
も
、
ノ
ル
ト
ガ
ウ
に
カ
ム
(
の
「
回
目
)

そ
の
マ
ル
ク
グ
ラ
l
フ
織
は
、

(2) 

と
ナ
l
プ
プ
ル
ク

(
Z白
ゲ
ゲ
ロ
円
ぬ
)

タ
ヤ
河
(
叶
}
岡
田
可
同
)

(
B
R
n
y
u
 

の
二
つ
の
マ
ル
ク
を
置
き
、

更
に
、

に
添
っ
た
ボ
ヘ
ミ
ア
・
マ
ル
ク

中世後期・近世におけるパイエルン・ラント法史研究序説

前
の
二
つ
は
や
が
て
マ
ル
ク
と
し
て
の
寧
事
的
意
義
を
喪
失
し
て
、
ラ
ポ
ト

l
ネ
ン
l

デ
ィ

1
ポ
ル
デ
ィ
ン

ガ
l

(
何回匂

O
Z
D
B
i
o
-
3
0
5口
問
。
円
)
の
世
襲
す
る
帝
国
レ

l
ン
へ
と
転
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

∞orms-口
同
)
を
設
け
た
が
、

四

一
O
五
六
年
、

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
三
世
嘉
去
。

ア
グ
ネ
ス
は
、

娘
の
ユ
デ
ィ
ト

C
ロ
仏
三
回
)
(
ハ
ン
ガ
リ
ー
名
は
、

の
息
子
の
ザ
ロ
モ
ン

(ω
白
古
田
。
ロ
)
に
嫁
さ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

五
八
年
、

ゾ
フ
ィ
l

ω。
u
z
m
)
を
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
ア
ン
ド
レ
ア
ス
(
〉
国
内
町
四
回
由
)

一
日
一
は

東
方
で
の
平
穏
を
購
う
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、

ア
ン
ド
レ
ア
ス
を
そ
の
弟
の
ベ
ラ
(
切
冊
目
白
)
の
攻
撃
に
対
し
て
擁
護
し
よ
う
と
し
た
結

一
O
六

O
年
の
ヴ
イ
ー
ゼ
ル
プ
ル
ク
(
者
広
田
市
手
日
も
の
戦
い
で
、

自
に
な
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
が
原
因
で
、
ザ
グ
セ
ン
の
グ
ラ
l
フ
の
オ
y

ト
l
・
フ
ォ
ン
・
ノ
ル
ト
ハ
イ
ム

(
0
2
0
4
0
ロ

zo丘
町
戸
色
白
)
が

(

花

〉

バ
イ
エ
ル
ン
太
公
に
任
ぜ
ら
れ
た
(
一

O
六
一
年
)
。

果、

チ
ュ
ー
リ
ン
グ
ン
・
バ
イ
エ
ル
ン
連
合
軍
は
惨
敗
を
喫
す
る
破

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
四
世
が
親
政
を
開
始
し
た
一

O
六
五
年
に
は
既
に
、

彼
は
、

国
王
と

肩
を
並
べ
る
ほ
ど
の
存
在
と
な
っ
て
い
た
。

ザ
ク
セ
ン
に
お
け
る
彼
の
所
領
は
、

リ
ウ
ド
ル
フ
ィ
ン
ガ

l
(
]
k
E仏
o-mロ
ぬ
四
円
)
の
家

ま
た
、

領
に
由
来
す
る
王
領
地
と
近
接
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
、
後
者
の
回
復
を
目
差
す
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
四
世
と
オ
ッ
ト
!
と
の
衝
突
は
必
至
で

北法34(2・89)309 



説

(
河
)

ヴ
ェ
ル
フ
四
世
(
巧
庄
司
)
が
太
公
位
に
登
る
。
カ
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト

((USE仲
間

ε

あ
っ
た
。

一O
七

O
年、

の
殺
鉱
(
七
四
六
年
〉
後
、

オ
ッ
ト

1
は
廃
さ
れ
、

ア
レ
マ
ニ
エ
ン
(
〉
]
冊
目
印
ロ
ロ
ぽ
ロ
)
の
統
治
の
た
め
に
、

カ
l
ロ
リ
ン
ガ
ー
に
よ
っ
て
マ

1
ス
(
ロ
向
由
回
目
)
・
モ
ー

論

ゼ
ル

(
Y
向
。
凹
巳
〉
両
河
の
流
域
地
方
か
ら
こ
の
地
に
移
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ク
帝
国
貴
族
に
由
来
す
る
こ
の
家
門
は
、

最
初
、

シ
ュ
ッ
セ
ン
ガ
ウ

(ωuF5凶
g告
ら
を
支
配
の
拠
点
と
し
て
、

一
一
世
紀
、
主
と
し
て
開
墾
に

一
O
世
紀
ま
で
に
は
、

シ
ュ
ヴ
ァ

l
ベ
ン
に
土
着
し
、

一O
、

よ
っ
て
、

ア
マ
ガ
ウ
(
〉
B
B
q
m窓
口
)
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ル
プ
ス
の
山
麓
地
方
に
支
配
を
拡
大
し
て
い
た
。

一
O
三

O
年
に
没
し
た
ヴ

ェ
ル
フ
二
世
(
君
主
目
)
の
妻
の
イ
ミ
ツ
ア
(
宮
町
田
)
は
、

フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
リ
ュ
ッ
ツ
ェ
ル
プ
ル
ク
(
匂
丘
四
仏
巳
n
r
4
0
ロ

円円}丹出品
F
5
m
)
の
娘
で
、
バ
イ
エ
ル
ン
太
公
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
五
世
の
姉
妹
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
、
ま
た
、
皇
帝
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
二
世
の
担
ク
ユ

グ
ン
デ
の
姪
で
も
あ
っ
た
。
彼
女
に
よ
っ
て
、
ヴ
ェ
ル
フ
家
(
宅
叩
}
『
巾
ロ
)
は
、
ア
ウ
グ
ス
ト
ガ
ウ
(
〉
話
己
印
有
ロ
ロ
)
の
メ
ー
リ
ン
グ
(
冨
巾
・

ユ
ロ
ぬ
)
と
い
う
旧
帝
国
所
領
の
複
合
体
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ノ
リ
タ

l
ル

(
z
o
ユ
Z
0
・
オ
ー
バ
ー
イ
ン
タ
ー
ル

(
c
r
2
2己
主
)
の
グ

(

作

)

ヴ
ェ
ル
フ
二
世
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ル
フ
三
世
(
宅
生
園
・
)
は
、

ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
な
ら
び
に
フ
イ
ン
チ
ュ
ガ
ウ
の
所
領
を
獲
得
し
た
の
も
、

一
O
四
七
年
以
降
、

ケ
ル
ン
テ
ン
の
太
公
位
に
就
い
て
い
た
が
、
そ
の
支
配
は
名
目
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
。
彼
は
、

一
O
五
五
年
、
子

供
の
な
い
ま
ま
で
死
ん
だ
の
で
、

そ
の
姉
妹
の
ク
ニ
グ
ン
デ
と
エ
ス
テ
〈
伊
丹
叩
)
の
マ
ル
ク
グ
ラ
l
フ
の
ア
ツ
ォ
(
〉
N
N
O
)

と
の
聞
に
生

レ
ッ
ヒ
河

(
F
2
5
上
・
中
流
域
の
シ
ュ
ヴ
ァ

1
ベ
ン
と
バ
イ
エ
ル
ン
と
の
境
界
領
域
に
展
開
し
て
い
た
家
領
を
相
続
し

(
刊
日
)

た
。
そ
れ
が
、
こ
の
ヴ
ェ
ル
フ
四
世
で
あ
る
。

ま
れ
た
子
が
、

教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
(
の
2
m
O円
函
・
)
が
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
四
世
を
破
門
し
て
そ
の
支
配
権
を
否
認
し
た
の
を
受
け
て
、
ド
イ
ツ
の
世

俗
諸
侯
と
一
部
の
聖
界
諸
侯
は
ト
リ
プ

l
ル
(
叶
巳
ゲ
ロ
乙
に
集
い
、
国
王
の
破
門
が
一
年
以
内
に
解
除
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
こ
れ
を
廃
位

す
べ
き
こ
と
を
決
定
し
た
(
一

O
七
六
年
)
。
オ
ッ
ト
l

・
フ
ォ
ン
・
ノ
ル
ト
ハ
イ
ム
や
ツ
ェ

l
リ
ン
ガ
l
(
N佐
江
口
mm乙
の
ケ
ル
ン
テ
ン

太
公
ベ
ル
ト
ル
ト
(
∞
母
子
。
E
)
と
な
ら
ん
で
、

カ
ノ
ッ
サ
(
の
自
0
8乙
で
国
王
の
破
門
が

ヴ
ェ
ル
フ
四
世
も
こ
れ
に
荷
担
し
て
い
た
。

北法31(2・9:>)310 



解
か
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

フ
ホ
ル
ヒ
ハ
イ
ム
(
吋
O
R
r
r
m即
日
)
に
お
い
て
、

シ
ュ
ヴ
ァ

l
ベ
ン
太
公
ル

1
ド
ル
フ
・
フ
ォ

彼
ら
は
、

ン
・
ラ
イ
ン
フ
ェ
ル
デ
ン
(
河
口
仏
O
民
4
0
ロ
河
町
叩
宮

r
E
S
)
を
対
立
国
王
に
選
出
し
た
。

エ
ッ
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ナ

I
(
何
回
)
匂
而
ロ
丘
四
日
ロ
巾
円
)
と

ア
ク
ィ
レ
イ
ア
(
〉
円
山
口
口
と
乙
総
大
司
教
ジ
ギ
ハ
ル
ト

(ω
円
関
与
阻
止
)
を
自
派
に
ひ
き
入
れ
た
国
王
は
、

ル
l
ド
ル
フ
を
ザ
ク
セ
ン
に
追
い
、

中t生後期・近世におけるパイエノレン・ラント法史研究序説 (2) 

グ
ラ
l
フ
の
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
タ
ウ
フ
ェ
ン
を
太
公
に
任
じ
た
(
司
芯

r
w
F
H・)(一
O
七
九
年
)
。

テ
ン
は
エ

y

ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ナ
l
の
リ
ウ
ト
ル
ド
(
口
三
。

-5の
手
に
委
ね
ら
れ
、
バ
イ
エ
ル
ン
は
国
王
の
直
接
支
配
下
に
置
か
れ
た
(
一

O

(
m
m
〉

七
七
年
)
。
太
公
位
を
追
わ
れ
た
ヴ
ェ
ル
フ
四
世
は
、

や
が
て
、

ケ
ル
ン

し
か
し
、

一
O
八
六
年
に
は
、

(〉ロぬ印ゲ
E
m
)
を
勢
力
下
に
収

ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク

シ
ュ
ヴ
ァ

l
ベ
ン
と
バ
イ
エ
ル
ン
と
に
ま
た
が
っ
て
存
在
し
て
い
る
自
領
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
成
功
し
、

一
O
八
九
年
に
は
更

め
て
、
に
、
教
皇
ウ
ル
パ
ヌ
ス
二
世
(
白
与
自
白
)
の
仲
介
で
、
息
子
の
ヴ
ェ
ル
フ
五
世
(
司
由
民
ぐ
・
)
と
ト
ス
カ
ナ
(
叶

gN仲
間
口
)
の
グ
ラ

1
フ

の
マ
テ
イ
ル
デ
(
宮
丘
町
一
E
O
)

と
の
婚
姻
を
成
立
さ
せ
た
。

一
O
九
三
年
に
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
に
離
叛
し
た
イ
タ
リ
ア
王
コ
ン
ラ
l
ト
(
問
。
ロ
a

自
己
と
も
、
接
触
が
あ
っ
た
。
だ
が
、

一
O
九
五
年
、

息
子
と
マ
テ
イ
ル
デ
と
の
婚
姻
を
破
棄
し
た
ヴ
ェ
ル
フ
四
世
は
、

国
王
へ
の
接
近
を

図
り
、
翌
九
六
年
、
再
び
バ
イ
エ
ル
ン
太
公
位
に
返
り
咲
い
た
。
ヴ
ェ
ル
フ
五
世
へ
の
太
公
位
の
継
承
に
つ
い
て
は
既
に
九
八
年
に
国
王
の

(mv 

一一

O
一
年
の
ヴ
ェ
ル
フ
四
世
の
死
と
と
も
に
実
現
さ
れ
た
。

保
障
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、

ヴ
ェ
ル
フ
五
世
は
、

ノ
ル
ト
ガ
ウ
を
主
要
舞
台
と
し
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
五
世
(
出
品
目
日
r
r
〈
・
)
の
叛
乱
に
加
わ
り
こ

そ
し
な
か
っ
た
が
、
こ
の
新
し
い
国
王
と
の
緊
密
な
関
係
を
保
ち
続
け
て
、

一
一
二

O
年
に
、
役
し
た
。
太
公
位
は
、
弟
の
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
九

彼
は
、

ピ
ル
ン
ガ
l

(
回
目

5mm『
)
最
後
の
ザ
グ
セ
ン
太
公
マ
グ
ヌ
ス
(
冨
口
関
口
広
田
)

世

OHm-ロ
ユ
ロ
プ
同
・

L
2
ω
口}阿君口吋
N
O
)

が
継
い
だ
。

マ
グ
ヌ
ス
の
死
(
一
一

O
六
年
)
は
、

の
娘
の
一
人
で
あ
っ
た
ヴ
ル
フ
ヒ
ル
デ
(
巧
己

P
E
m
)
を
妻
と
し
て
い
た
。

リ
ュ
!
ネ
プ
ル
ク

(
E百
四
ず
己
認
)
周
辺
の
世
襲
所
領
を
彼
に
も
た
ら
し
て
い
た
。

彼
は
、

他
方
で
、

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
五
世
の
甥
の
シ
ュ
ヴ
ァ

l
ベ
ン
太
公
フ

フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
は
、

国
王
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
の
後
継
者

リ
ー
ド
リ
y

ヒ
二
世
(
司
ユ
叩
仏
ユ
ロ
7
4
0
ロ
宮
口
己
同
巾
ロ
)
に
、

娘
を
嫁
が
せ
て
い
た
。
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説

に
指
名
さ
れ
て
い
た
。

も
う
一
人
の
候
補
者
で
あ
っ
た
ザ
グ
セ
ン
太
公
ロ

l
タ
ル
〈

F
z
r
R
4
8
ω
毛
匂
ロ
ロ
ゲ

5
も
は
太
公
ハ
イ

γ
リ
ッ

ヒ
九
世
に
対
し
て
、

自
分
の
唯
一
人
の
娘
の
ゲ
ル
ト
ル

l
ト
(
の
叩

2
2
5
を
太
公
子
ハ
イ
ン
リ
y

ヒ
に
嫁
が
せ
る
約
束
を
与
え
た
。

吾2‘
長岡

二
五
年
、

ロ
l
タ
ル
が
国
王
に
選
ば
れ
、
そ
の
二
年
後
、

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
と
ゲ
ル
ト
ル

l
ト
の
婚
姻
が
締
結
さ
れ
た
。

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
九
世

は
そ
の
前
年
に
没
し
、

ロ
l
タ
ル
と
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
一

O
世
(
出
冊
目
ロ
ユ
n
r
u内
・
牛
耳

ωgro)
は、

シ
ュ
タ
ウ
フ
ァ

1
3
Z民
2
〉
と
戦

(
凱
)

一
一
一
一
一
四
年
の
フ
リ
l
ド
リ
y

ヒ
と
コ
ン
ラ
l
ト
の
降
服
と
い
う
形
で
終
息
を
見
た
。

闘
状
態
に
入
っ
た
。
そ
れ
は
、

ロ
l
タ
ル
は
、
女
婿
の
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
一

O
世
を
王
位
継
承
者
に
指
定
し
て
、

一
一
三
七
年
に
亮
じ
た
。
選
挙
さ
れ
た
の
は
、
だ
が
、

タ
ウ
フ
ァ
!
の
コ
ン
ラ
l
ト
三
世
(
問
。
ロ

E
仏
国
・
)
で
あ
っ
た
。

ロ
l
タ
ル
か
ら
譲
ら
れ
て
い
た
帝
国
の
権
標
(
何
色
a

ラ
イ
ヒ
ス

ハ
イ
ン
リ
ヅ
ヒ
に
帝
国
レ

i
ン
を
再
授
封
せ
ず
、
ヴ
ュ
ル
ツ

ブ
ル
ク
(
君
。
円

N
E指
)
の
帝
国
会
議
で
ザ
ク
セ
ン
太
公
領
(
一
一
一
一
一
八
年
八
月
)
、
ゴ
ス
ラ
l
ル
(
。
。
皆
乙
の
帝
国
会
議
で
バ
イ
エ
ル
ン

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
は
、

ロゲ回目同岡田町
m
M
M
f
w
D
)

を、

コ
ン
ラ
l
ト
に
引
き
渡
し
た
。

彼
は
約
束
を
違
え
て
、

太
公
領
を
剥
奪
し
た

(
同
一
二
月
)
。

プ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
(
切

E
ロ
仏
巾
ロ
ゲ
ロ
晶
〉
の
マ
ル
ク
グ
ラ
l
フ
で
あ
っ

前
者
を
獲
得
し
た
の
は
、

た
ア
ス
カ
ニ
ア
家
(
〉
井
白
色
町
乙
の
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
熊
俣

(
E
F
R
E
仏
日
切
凶
乙
で
あ
る
。

ハ
イ
エ
ル
ン
は
、

コ
ン
ラ
l
ト
三
世
の
異

父
兄
弟
で
あ
る
バ
l
ベ
ン
ベ
ル
グ
家
の
マ
ル
ク
グ
ラ
l
フ
の
リ
ュ
イ
ト
ボ
ル
ト
四
世
(
戸
己
否
。
庄
司
・
)
に
与
え
ら
れ
た
(
一
一
三
九
年
)
。

廃
位
さ
れ
た
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
は
、

一
一
三
九
年
一

O
月
に
没
す
る
が
、

そ
の
弟
の
ヴ
ェ
ル
フ
は
リ
ュ
イ
ト
ボ
ル
ト
と
の
戦
い
を
継
続
す

る

一
一
四
一
年
の
リ
ュ
イ
ト
ボ
ル
ト
四
世
の
死
後
、

リ
ュ
イ
ト
ポ

コ
ン
ラ
l
ト
一
一
一
世
は
バ
イ
エ
ル
ン
太
公
領
を
自
己
の
手
許
に
保
留
し
、

ル
ト
の
弟
の
ハ
イ
ン
リ
ヅ
ヒ
・
ヤ
ゾ
ミ

l
ル
ゴ
ッ
ト
(
出
品
目
ロ
ユ
口

rrss-HmOH乙
に
は
オ
ス
ト
マ
ル
グ
を
与
え
る
に
と
ど
め
た
。

更
に
、

翌
四
二
年
、

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ヤ
ゾ
ミ

l
ル
ゴ
ッ
ト
に
、

ハ
イ
ン
リ
y

ヒ
悟
倣
公
の
寡
婦
の
ゲ
ル
ト
ル

l
ト
を
嫁
さ
し
め
、
こ
の
ゲ
ル
ト
ル

ー
ト
の
息
子
(
即
ち
、

ロ
l
タ
ル
の
孫
)
の
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
獅
子
公
(
出
巳
ロ
ユ
口
F
L
R
F
α
当
巾
)

に
ザ
グ
セ
ン
太
公
領
を
授
封
し
た
。

一
四
三
年
に
は
、

獅
子
公
に
バ
イ
エ
ル
ン
太
公
領
を
断
念
さ
せ
、

こ
れ
を
異
父
弟
の
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ヤ
ゾ
ミ

l
ル
ゴ
ッ
ト
に
与
え
た
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(
出
向
日
ロ
ユ
nr
凶
・
)
。
こ
の
措
置
に
対
し
て
、
す
ぐ
さ
ま
、

ヴ
ェ
ル
フ
が
バ
イ
エ
ル
ン
を
要
求
し
、

一
一
四
七
年
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト

(pgE

日
仏
ロ
ユ
)
の
帝
国
会
議
で
は
、

獅
子
公
も
ま
た
バ
イ
エ
ル
ン
太
公
領
を
要
求
す
る
に
至
る
。
後
者
の
主
張
は
、

第
二
回
十
字
軍
の
後
の
ヴ
ュ

ル
ツ
プ
ル
ク
の
帝
国
会
議
で
も
繰
り
返
さ
れ
た
。
一
一
五
二
年
、

王
位
は
、
コ
ン
ラ
l
ト
三
世
か
ら
そ
の
甥
の
シ
ュ
ヴ
ァ

1
ベ
ン
太
公
フ
リ
l

ド
リ
ッ
ヒ
三
世
(
問
ユ
包
ユ
n
F

閏
・
)
に
移
る

(
F
-
E巴円
r
H
-
∞
2
E
H
0
8白
)
。
彼
は
、

国
王
選
挙
に
際
し
て
、

従
弟
の
獅
子
公
に
パ
イ
エ

(2) 

ル
ン
を
約
束
し
て
い
た
。

ヴ
ェ
ル
フ
に
は
、

同
年
七
月
の
レ

1
ゲ
ン
ス
プ
ル
ク
の
帝
国
会
議
で
、

ス
ポ
レ
ッ
ト

(ω
旬
。
一
色
。
)
太
公
位
と
ト

中世後期・近世におけるパイエルン・ラント法史研究序説

ス
カ
ナ
の
マ
ル
ク
グ
ラ
l
フ
位
が
与
え
ら
れ
た

(
当
叩
民
高
・
)
。

獅
子
公
の
バ
イ
エ
ル
ン
授
封
は
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ヤ
ゾ
ミ
l
ル

し
か
し
、

フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
一
世
は
、
数
回
の
商
議
の
努
力
の
後
、

エ
ル
ン
を
パ

1
ベ
ン
ベ
ル
ガ
ー
か
ら
剣
奪
し
獅
子
公
に
授
封
す
る
判
決
か
下
し
た
。
そ
し
て
、
獅
子
公
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
一
一
一
世
は
、
こ
の
年
の

ゴ
ッ
ト
の
抵
抗
に
出
会
い
、

一
一
五
四
年
の
ゴ
ス
ラ
l
ル
の
帝
国
会
議
で
、
パ
イ

冬
の
イ
タ
リ
ア
遠
征
に
従
軍
し
た
。
彼
の
バ
イ
エ
ル
ン
授
一
封
は
、

よ
う
や
く
一
一
五
六
年
九
月
、

レ
l
ゲ
ン
ス
プ
ル
ク
の
東
方
パ
ル
ピ
ン
ク

(
回
同
岳
山
口
も
の
野
で
実
現
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
、

オ
ス
ト
マ
ル
ク
と
こ
れ
に
付
属
す
る
三
つ
の
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
(
可

2
8
5日仲間
Z
乙
が

バ
イ
エ
ル
ン
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
太
公
領
が
創
設
さ
れ
、

『
小
特
権
付
与
状

(
P
E
r
m
-
Z
E
B
5
5
)』

(

m
出

)

ン
リ
ッ
ヒ
・
ヤ
ゾ
ミ

1
ル
ゴ
ッ
ト
と
ギ
リ
シ
ャ
人
の
そ
の
妻
テ
オ
ド
ラ
(
、
H
，
r
g仏
O
B
)
に
授
封
さ
れ
た
。

と
と
も
に
、

一
一
五
八
年
、

フ
ラ
イ
ジ
ン
グ
司
教
オ
ッ
ト
!
の
支
配
下
の
フ
ェ

l
リ
ソ
ク

(m，
α『
江
口
ぬ
)
に

ハ
イ
エ
ル
ン
太
公
と
な
っ
た
獅
子
公
は
、

あ
っ
た
イ
ザ
l
ル
河

Q
S乙
の
渡
し
を
破
壊
し
て
、
こ
れ
を
そ
の
少
し
上
流
に
移
し
た
。
こ
の
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
(
富
山

R
Z乙
設
立
に
よ

(
邸
}

っ
て
、
彼
は
、
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
か
ら
の
い
わ
ゆ
る
「
塩
の
道
(
∞
包
N

印
可
同
宮
ど
を
支
配
下
に
収
め
た
。
ま
た
、
塩
の
鉱
山
ラ
イ
ヒ
ェ
ン
ハ
ル

(河内

w-nrgrL)
の
あ
る
ハ
ル
の
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
(
岡
山
田
口
m
E町
田
口

z
r
)
を
直
接
支
配
下
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

(
副
田
)

司
教
と
の
聞
に
対
立
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
。
レ

l
ゲ
ン
ス
プ
ル
グ
司
教
ハ
ル
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
(
国
間
三
者
百
)
と
の
間
で
も
、

プ

ル

タ

ド
ナ
ウ
シ
ュ
タ
ウ
フ

(
0
8
2∞
g
z同
)
の
城
塞
(
切
日
も
の
占
領
を
機
と
し
て
、

ザ
ル
ツ
プ
ル
ク
大

一
二
ハ
一
年
の

フ
ェ

1
デ
が
開
始
さ
れ
た
。

フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
一
世
は
、

ノ、

イ
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説

(
お
)

こ
こ
で
も
ハ
イ
ン
リ
y

ヒ
を
支
持
し
擁
護
し
た
。
だ

ザ
ク
セ
ン
に
お
け
る
プ
レ

l
メ
ン
(
切
耳
目

g)
大
司
教
と
の
争
い
の
場
合
と
同
様
、

が
、
皇
帝
は
、
獅
子
公
の
領
国
政
策
を
野
放
し
に
放
置
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

ザ
ク
セ
ン
で
、

チ
ュ

1
リ
ン
ゲ
ン
(
吋
ゲ
ロ
江
口
ぬ
伺
ロ
)
の

5命

(戸田口仏関吋由民一〉

の
ル

l
ド
ヴ
ィ
ッ
ヒ
二
世
や
e
フ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
の
マ
ル
ク
グ
ラ
l
フ、

ラ
ン
ト
グ
ラ

l
フ

ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
熊
侯
が
獅
子

公
に
製
肘
を
加
え
て
い
た
様
に
、
バ
イ
エ
ル
ン
で
も
、
プ
フ
ア
ル
ツ
・
グ
ラ
l
フ
の
シ
ャ
イ
エ
ル
ン
1

ヴ
ィ
ッ
テ
ル
ス
バ
ッ
ハ

(
ω
n
Z可
四
百
l

ゼ
〈
巳

45日
出
ゲ
同

n
r
)

(ω
同
m
w
U『
m
H
1
)

バ
l
ベ
ン
ベ

(
郎
〉

ル
ガ

1
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
太
公
家
(
回
目

5

。aR
E
W
V
)
を
は
じ
め
と
す
る
対
抗
勢
力
の
保
持
・
育
成
が
図
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

シ
ュ
タ
イ
ア

1

の
マ
ル
ク
グ
ラ
l
フ
で
も
あ
っ
た
ト
ラ
ウ
ン
ガ
ウ
の
オ
タ
カ
l
ル
家
、

家

の
ヴ
ィ
ッ
テ
ル
ス
バ
ッ
ハ
家
の
支
配
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
と
シ
ュ
ヴ
ァ

I
ベ
ン
の
境
界
地
帯
に
位
置
す
る
ヴ
ェ
ル
フ
家
の
家
領
に
隣
接
し
て
、

そ
の
東
方
、
レ
ッ
ヒ
河
と
イ
ザ

1
ル

(HE乙
河
の
聞
に
展
開
し
て
い
た
。

プ

ル

グ

の
城
塞
が
あ
る
パ

l
ル
(
司
自
乙
河
と
イ
ル
ム

(

H

E

)

河
の
流
域
の
ヴ
ェ
ス
タ
l
ガ
ウ

と
り
わ
け
、

シ
ャ
イ
エ
ル
ン
な
ら
び
に
ヴ
ィ
ッ
テ
ル
ス
バ

V

ハ

一
円
的
領
域
支
配
の
形

(」司叩田仲間同
m
m
H
C
)

で
は
、

ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
の
フ
ラ
ン
ク
帝
国
貴
族
、
グ
ラ
!
フ
の
ジ
ギ
ハ
ル
ト
一
世
(
虫
色

EE--)
を

ア

ロ

グ

ド

遠
祖
と
す
る
エ
パ

l
ス
ペ
ル
グ
家
の
所
領
は
、
か
つ
て
の
国
王
所
領
が
自
有
地
(
〉
ロ

0
6
化
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
一

O
四
五

年
に
断
絶
し
た
こ
の
家
門
の
所
領
を
引
き
継
い
だ
こ
と
が
、
ヴ
ィ
ッ
テ
ル
ス
バ
ッ
ハ
家
の
勢
力
の
飛
躍
的
伸
長
を
も
た
ら
し
た
〈
エ
パ

l
ス

(
凹
引
)

ベ
ル
ク
家
の
所
領
支
配
は
オ
ス
ト
マ
ル
グ
で
も
展
開
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
バ

1
ベ
ン
ベ
ル
グ
家
に
受
け
継
が
れ
た
)
。
そ
し
て
、
一
一
一

(
邸
U

ア
リ
ボ

1
ネ
ン
に
と
っ
て
替
っ
て
、
プ
フ
ア
ル
ツ
・
グ
ラ

l
フ
位
を
獲
得
す
る
に
至
る
。
ヴ
ィ
ッ
テ
ル
ス
パ
ッ

成
が
相
当
程
度
の
進
展
を
見
せ
て
い
た
。

六
年
な
い
し
一
一
一
一

O
年、

ハ
家
の
南
、

レ
ッ
ヒ
河
上
流
と
イ
ザ

l
ル
河
上
流
と
の
聞
に
は
、

や
は
り
ヴ
ェ
ル
フ
家
の
家
領
支
配
の
東
側
に
接
す
る
形
で
、

ア
ン
d

ア
ク

ス
(
〉
出
【
】
叩
各
国
)
の
グ
ラ

1
フ
家
の
支
配
が
展
開
し
て
い
た
。

そ
の
支
配
の
第
一
の
中
心
地
帯
は
ア
マ
湖
(
〉
B
B
2
2
0〉
・
ヴ
ュ
ル
ム
湖

(
巧
皆
目
印
冊
。
)
周
辺
で
、
上
フ
ラ
ン
ケ
ン
に
も
支
配
の
拠
点
を
持
っ
て
い
た
。

一
一
世
紀
末
に
は
ウ
ン
タ
I
イ
ン
タ
ー
ル

(
C
E
2
E
E巳
)

と
プ
ス
タ

l
タ
i
ル

(PH凹
g
Z曲
目
)
の
グ
ラ

1
フ
罰
令
権
(
の

z
rロ
ゲ
白
ロ
ロ
〉
や
プ
リ
グ
セ
ン
(
切
ユ
同
町
ロ
)
司
教
領
に
対
す
る
フ
ォ

1
グ
ト
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権
の
ほ
か
、

ク
ラ
イ
ン
(
関
門
田
町
ロ
)
・
ケ
ル
ン
テ
ン
に
も
莫
大
な
所
領
を
獲
得
し
て
い
る
。

更
に
一
一
五
三
年
に
は
、

(〈

2
5ゲ
間
口
町
即
時
)
の
グ
ラ
l
フ
の
遺
領
を
手
に
入
れ
、

イ
ス
ト
リ
ア

(]【印片岡山由ロ)
の
-マ
ノレ

グ

グ
ラフ
l オ
フル

とム
なパ
つ〈 γ

たそ?ハ
。家

一
一
七
三
年
に
は
、

こ
れ
ら
の
大
貴
族
は
、
主
と
し
て
一
一
八

O
年
の
獅
子
公
の
失
脚
後
、
太
公
領
の
分
割
縮
小
(
バ
イ
エ
ル
ン
・
ザ
グ
セ
ン
)
と
新
太
公
領
の

(2) 

創
設
(
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
シ
ュ
タ
イ
ア
1
マ
ル
ク
宮
巳

3
5岳
・
メ
ラ
l

ニ
エ
ン
冨

2
E
5
1
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ

l
レ
ン
垣
市
聞
広
色
町
ロ
・
フ

ハ鈎
V

リ
ア
ウ
ル
間
同
日

E-)
が
な
さ
れ
た
際
に
、
太
公
位
を
獲
得
す
る
。

中世後期・近世におけるパイエノレン・ラント法史研究序説

五

的
少
数
の
『
高
級
貴
族
』

z
o
n
r
D
L色
の
家
系
は
、

相
互
に
姻
戚
関
係
に
よ
っ
て
緊
密
に
結
び
合
わ
さ
れ
た
比
較

あ
る
程
度
彼
ら
の
『
自
生
的
権
利
』
と
し
て
帝
国
の
高
級
官
職
を
排
他
的
に
独
占
す
る

「
い
わ
ゆ
る
カ
l
ロ
リ
ン
ガ
I
時
代
の
『
帝
国
貴
族
』

H
f
L
n
Z主
主
以
来
、

か
た
わ
ら
、
そ
れ
自
身
『
高
級
貴
族
』
の
一
員
た
る
皇
帝
と
と
も
に
帝
国
の
統
-
と
国
制
を
担
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
十
一
世
紀

後
半
と
り
わ
け
『
叙
任
権
闘
争
』

F
z
a
z
a可
巾
位
以
後
こ
の
高
級
貴
族
層
の
聞
に
顕
著
な
『
階
層
分
化
』
が
あ
ら
わ
れ
る
。

そ
の
各
々

の
家
系
の
多
く
の
分
肢
(
分
家
)
は
独
立
化
の
傾
向
を
示
し
、

し
か
も
自
己
の
居
城
∞

E
m
に
従
っ
て
名
付
け
ら
れ
た
新
し
い
家
系
を
創
始

す
る
に
い
た
っ
た
。
『
城
塞
管
区
』
∞
日

r
Z
N
E内
に
対
す
る
一
円
的
な
領
域
的
支
配
権
に
基
礎
を
お
き
、

一
一
八

O
年
に
は
数
千
に
達
し
た

と
い
う
こ
の
よ
う
な
新
し
い
高
級
貴
族
の
家
系
こ
そ
、

い
わ
ゆ
る
と
Z
仏
山
田
町
の
E
p
n
r阻
止
の
核
心
を
な
す
も
の
で
あ
り
、

勝
義
に
お
け
る

『
豪
族
』
巴
河
口
向
田
芯
ロ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
過
程
と
対
応
し
な
が
ら
十
一
世
紀
末
頃
に
『
封
建
化
』
し
、
且
つ
十
二
世
紀
の
後
半
以
来
と

く
に
明
確
に
『
領
邦
化
政
策
』
に
乗
り
出
し
た
『
太
公
権
力
』
の
前
に
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
豪
族
層
が
立
ち
ふ
さ
が
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
:
:
:
さ
し
当
り
ま
ず
自
ら
の
『
領
邦
』
に
お
い
て
『
領
域
的
支
配
権
』
を
実
現
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
皇
帝
に

北法34(2・95)315 



説

ハm出
)

と
っ
て
も
、
こ
の
点
に
関
す
る
事
情
は
同
じ
で
あ
っ
た
」
。

こ
の
経
緯
は
、

ほ
か
な
ら
ぬ
バ
イ
エ
ル
ン
に
お
い
て
も
、
顕
著
に
う
か
が
わ
れ

る
。
既
に
見
た
よ
う
に
、

八
世
紀
中
葉
の
西
部
バ
イ
エ
ル
ン
に
は
大
貴
族
(
の

S
E
E
m
-印
巾
)
の
存
在
が
認
め
ら
れ
、

一
O
世
紀
に
な
る
と
、

論

ア
リ
ボ
l
ネ
ン
、

ジ
ギ
ハ
ル
デ
ィ
ン
ガ
!
と
い
っ
た
新
し
い
土
着
の
大
貴
族

リ
ュ
イ
ト
ポ
ル
デ
ィ
ン
ガ
1
、

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ミ
l
ナ

l
、

ハ
ω
E
B
B色
町
]
〉
が
、

東
南
の
辺
境
防
衛
と
入
植
活
動
を
基
盤
と
し
て
生
長
し
て
き
で
い
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
依
然
と
し
て
、
太
公
・
グ

ラ
l
フ
と
い
っ
た
帝
国
の
特
定
官
職
を
中
心
と
し
て
、
男
系
・
女
系
の
(
雑
多
な
)
親
・
姻
戚
関
係
を
通
じ
て
緩
く
結
び
つ
い
て
い
る
貴
族

〆

ル

ー

プ

ア

イ

デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

ー

の
集
団
と
い
う
以
上
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
。
そ
の
自
己
意
識
は
官
職
の
保
持
に
(
そ
し
て
究
極
的
に
は
国
王
に
)
依
存
し
て
お
り
、
内
部

的
序
列
に
つ
い
て
も
国
王
と
の
繋
り
の
親
疎
が
し
ば
し
ば
決
定
的
に
物
を
言
っ
た
。
男
系
原
理
に
支
え
ら
れ
た
明
確
な
「
家
(
出

S
F
F
T

グ

ル

タ

B
E巾
)
」
の
意
識
、
自
己
の
家
系
に
対
す
る
歴
史
意
識
は
、
域
塞
を
中
心
と
し
た
コ
ム
パ
ク
ト
な
一
円
的
領
域
支
配
が
多
元
的
に
展
開
し
て

王
権
の
勢
力
が
相
対
的
に
後
退
し
た
一
二
世
紀
後
半
以
降
に
な
っ
て
よ
う
や
く
誕
生
し
問
。
ヴ
ィ
ッ
テ
ル
ス
パ
ッ
ハ
以
下
の
「
家
門
(
早
ロ
自
・

5)」
の
支
配
の
背
後
に
は
、
こ
の
よ
う
な
強
烈
な
自
意
識
が
ひ
そ
ん
か
J
問
。
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
一
世
は
、
幾
つ
か
の
こ
の
よ
う
な
「
家

門
」
を
太
公
に
昇
格
さ
せ
て
帝
国
諸
侯
身
分
に
参
入
さ
せ
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
、

一
二
世
紀
の
初
め
頃
ま
で
に
登
場
し
て
き
て
い
た
こ

の
身
分
を
範
囲
の
確
定
さ
れ
た
完
結
的
な
団
体
と
す
る
こ
と
(
「
帝
国
諸
侯
身
分
の
閉
鎖
化
」
)
に
よ
っ
て
、
身
分
制
的
国
制
を
備
え
た
客
観

ヲ

イ

ヒ

'

(

町

田

)

的
制
度

Q
S
Z
E昨日
0
己
と
し
て
の
帝
国
を
創
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

オ
ヅ
ト
l
(

。=o戸
〔
〈
・
〕
)
が
バ
イ
エ
ル
ソ
太
公
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
ヴ
ィ
ッ
テ
ル
ス
パ
ヅ
ハ
家
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヅ
ヒ
・
パ
ル

パ
ロ
ッ
サ
が
帝
国
を
経
営
す
る
に
際
し
て
達
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
当
の
課
題
に
、
太
公
領
と
い
う
ラ
ン
ト
の
レ
ベ
ル
で
で
は
あ
る

シ
ュ
ヴ
ァ

I
ベ
ン
の
ヴ
ェ
ル
フ
家
の
家
領
は
既
に
ヴ
ェ
ル
フ
六
世
が
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
一
世
と
そ
の
息
子

へ%
v

た
ち
に
売
却
し
て
し
ま
っ
て
い
た
し
(
一
一
七
九
年
頃
〉
、

が
、
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ハ
l
ベ
ン
ベ
ル
グ
家
と
オ
タ
カ
l
ル
家
の
家
門
支
配
は
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
シ

ュ
タ
イ
ア
!
の
両
マ
ル
グ
の
太
公
領
昇
格
に
よ
っ
て
独
自
の
ラ
ソ
ト
へ
の
途
を
歩
み
始
め
て
い
た
が
、

ア
ン
デ
グ
ス
家
は
依
然
と
し
て
バ
イ

北法34(2・96)316 



門
間
引
)

エ
ル
ン
内
に
強
大
な
家
門
支
配
を
維
持
し
て
い
た
。

ま
た
、

ハ
イ
エ
ル
ン
東
部
で
は
、

オ
ル
テ
ン
ブ
ル
ク
(
。
吋
丹
市
ロ
ゲ
ロ
同
-m)
の
グ
ラ

l
フ

が
、
オ
ル
テ
ン
プ
ル
グ
・
イ
ン
河
畔
の
ク
ラ
イ
ブ
ル
ク

Q
P曲
目
ゲ
ロ
同
も
・
キ
l
ム
ガ
ウ

(
(
U
E
m
B
m田
口
)
の
マ
ル
ク
ヴ
ァ
l
ル
ト
シ
子
タ
イ
ソ

(
富
良
円
山
口
R
E
S
-ロ
)
を
拠
点
と
し
て
、

ヴ
ィ
ッ
テ
ル
ス
バ
ッ
ハ
・
ア
ン
デ
ク
ス
の
両
太
公
家
に
次
ぐ
強
大
な
勢
力
を
築
き
上
げ
て
い
た
。
ザ

ル
ツ
プ
ル
グ
大
司
教
の
レ

l
ン
、
パ
ッ
サ
ウ
・
パ
ム
ベ
ル
グ
両
教
会
の
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
を
合
わ
せ
た
そ
の
所
領
は
、
テ
ィ
ロ

l
ル

(
吋
町

oc

(2) 

か
ら
キ

i
ム
ガ
ウ
・
ロ
ッ
ト
(
M
N
0
2
)

川
の
渓
谷
を
経
て
ド
ナ
ウ
河
畔
へ
帯
状
に
連
な
っ
て
い
た
。
こ
の
オ
ル
テ
ン
プ
ル
ク
家
は
、
一
一
七

O

中世後期・近世におけるバイエルン・ラント法史研究序説

年
ま
で
イ
ス
ト
リ
ア
の
マ
ル
ク
グ
ラ

l
フ
で
あ
り
一
一
一
一
一
一
年
か
ら
一
二
七
六
年
ま
で
ケ
ル
ン
テ
ン
太
公
位
を
占
め
て
い
た
シ
ュ
パ
ン
ハ
イ

ム
家

(ω
℃

g
Z
5
2
)
の
分
肢
で
あ
る
。
更
に
、

ヴ
ィ
ッ
テ
ル
ス
パ
ッ
ハ
・
ア
ン
デ
ク
ス
両
太
公
家
と
オ
ル
テ
ン
プ
ル
ク
家
の
所
領
の
帯

の
聞
に
、

(
南
か
ら
数
え
挙
げ
る
な
ら
ば
)
ブ
ァ
ル
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
(
司
釦

-wg三
冊
目
口
)
・
ヴ
ァ
ッ
サ
!
プ
ル
ク
(
謡
、
白
g
m
F日
も
・
メ

1

(ZE--口町・
Y
向。ぬ}山口

m
-
Z印
私
山
口
ぬ
〉
・
ド
ル

γ
Jブ
ル
ク

(
】
)
。
円
ロ
ゲ
ロ
円
内
〉
・
モ

1
ス
プ
ル
ク

(
宮
。
。
曲
げ
ロ
門
的
)
・
フ
ロ

l
テ
ン
ハ
ウ

ト
リ
ン
ク

ゼ
ン

(H155ロ
Z
5
2
)
・
レ
オ
ン
ス
ペ
ル
ク

(
F
gロ
争
再
開
)
な
ど
の
各
グ
ラ

l
フ
家
が
、
中
位
の
規
模
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
コ
ム
パ
ク
ト

に
ま
と
ま
っ
た
所
領
支
配
を
築
き
上
げ
て
い
た
。
ヴ
ァ
ッ
サ
l
プ
ル
ク
家
は
、
ア
リ
ボ
l
ネ
ン
の
分
肢
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ボ

ー
ゲ
ン
(
図
。
ぬ

g)
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ピ
ン
ク
(
留

E
己
ゲ
山
口
ぬ
)
を
中
心
と
し
た
ド
ナ
ウ
河
流
域
で
は
、
ボ

1
ゲ
ン
の
グ
ラ

I
フ
家
が
、
下
バ
イ

エ
ル
ン
で
は
例
外
的
な
(
カ
ム
に
ま
で
及
ぶ
)
領
域
支
配
を
大
々
的
に
繰
り
広
げ
て
い
た
。
ノ
ル
ト
ガ
ウ
で
は
、
デ
ィ

l
ポ
ル
デ
ィ
ン
ガ

l

(
及
び
ド
ナ
ウ
河
南
岸
の
フ
ォ
l
プ
ル
ク
〈
。

rr5m)
の
グ
ラ

i
フ
シ
ャ
フ
ト
を
支
配
し
、

が
カ
ム
と
ナ
l
プ
ブ
ル
ク

そ
の
ナ

l
プ
プ
ル

ク
を
北
と
東
か
ら
ズ
ル
ツ
バ
ッ
ハ

l
ハ
プ
ス
ペ
ル
ク
i

カ
ス
ト
ル

(ω
己
NσRrl出向
σ島
町
『
ぬ
I
列
島
門
戸
)
の
グ
ラ

l
フ
が
-
包
囲
し
て
い
る
。

-
プ
ブ
ル
グ
の
北
に
は
ま
た
ロ
イ
ヒ
テ
ン
ベ
ル
ク

(
F
E
n
z
s
σ
叩吋

m-FErgσ
由同

m
w
F
E
F
S
Z括
)
の
グ
ラ

l
フ
(
一
一
五
八
年
以
降
)

が
お
り
、
彼
ら
は
一
一
九
六
年
に
ラ
ン
ト
グ
ラ

l
フ
と
な
っ
て
太
公
類
似
の
権
限
を
獲
得
し
た
。
そ
の
更
に
北
の
エ
ガ

l
-プ
ン
ト
(
何
m
m
?

か
ら
西
南
方
向
に
は
シ
ュ
タ
ウ
フ
ァ

l
の
帝
国
ラ
ン
ト
が
帯
状
に
延
び
て
、
シ
ュ
ヴ
ァ

I
ベ
ン
の
旧
ヴ
ェ
ル
フ
領
に
接
続
す
る
。

-
田
口
仏
)

ナ
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説

(
や
は
り
北
東
か
ら
南
西
へ
順
に
挙
げ
る
な
ら
ば
)
ア
ル
ト
ミ
ュ

l
ル
(
邑
昨
日
α
E〉

ラ
イ
ヒ
ス

河
の
上
流
域
の
ヒ
ル
シ
ュ
ベ
ル
ク
(
出
町
田

n
r
Z拐
〉
・
グ
ラ
!
フ
家
、
ア
イ
ヒ
シ
ュ
テ
ッ
ト
(
巴
各
国
仲
間
同
乙
司
教
領
、
「
家
門
」
化
し
た
帝
国

ミ
ニ
ス
テ
リ
ア

l
レ
の
帝
国
別
当
職
(
月
四

W
Z
5
2
R
r匙
)
パ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム

(
H
V
印
刷
】
℃

g
r
a
g〉
家
の
所
領
が
並
ん
で
い
る
。

こ
の
シ
ュ
タ
ウ
フ
ァ

1
の
所
領
の
帯
の
南
に
接
し
て
、

論

こ
の
二
重

の
帯
と
ド
ナ
ウ
南
岸
の
ヴ
ィ
ッ
テ
ル
ス
パ
ず
ハ
の
所
領
に
挟
ま
れ
た
レ
ッ
ヒ
河
の
合
流
点
か
ら
レ

I
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
に
か
け
て
の
ド
ナ
ウ
河

沿
岸
(
後
の
上
バ
イ
エ
ル
ン
〉
に
は
、
グ
ラ
イ
ス
バ
ッ
ハ
l

レ
y

ヒ
ゲ
ミ
ュ
ン
ト
(
の

g
u
r回忌
i
F
2
5叩
B
Cロ
巴
・
ア

1
ペ
ン
ス
ペ
ル
ク
l

(〉

r
g品
目
Hml匡
昨
日

g
a
Eロ
l
m
O丹円四ロ叩
mm〉
の
各
グ
ラ

i
フ
家
を
始
め
と
す
る
中
小
貴
族

支
配
(
〉

r
r
Z口
出
口
宮
町
芯
ロ
〉
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
貴
族
支
配
の
ほ
か
に
も
、
エ

i
デ
ル
フ
ラ
イ
ェ
、
大
家
門
の
分
家
、
国
王
・

(
M
m
v
 

太
公
・
大
グ
ラ
l
フ
・
教
会
に
封
臣
な
い
し
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
l
レ
ン
と
し
て
臣
従
し
て
い
た
域
主
た
ち
(
∞
ロ
括
「

2
2己
が
い
る
。
オ
V

(
川
田
〉

ト
i
一
世
以
下
の
太
公
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
に
多
元
的
な
自
立
(
律
)
的
貴
族
支
配
を
内
包
す
る
バ
イ
エ
ル
ン
太
公
領
(
吋

2
E
∞
2
R
E己

〈
問
)

を
一
つ
の
政
治
空
間
な
い
し
法
H
権
利
共
同
体
た
る
ラ
ン
ト
(
国
家
)
へ
と
ま
と
め
上
げ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

ラ

イ

ヒ

ラ

イ

ヒ

フ

リ

1
デ

フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
パ
ル
パ
ロ
ッ
サ
の
帝
国
政
策
は
、
①
帝
国
領
国
政
策
、
②
帝
国
の
身
分
制
的
編
成
、
③
平
和
領
域
な
い
し
法
H
権
利

ヲ

νト
フ
"
!
デ

共
同
体
と
し
て
の
帝
国
の
創
出
(
平
和
立
法
〉
の
三
つ
を
柱
と
し
て
い
た
。
②
を
有
意
味
な
ら
し
め
る
実
力
的
基
盤
が
、
①
に
よ
っ
て
築
き

〈

肌

〉

ハ

即

)

(

問

〉

上
げ
ら
れ
る
。
②
は
、
皇
帝
(
国
王
〉
の
権
威
な
ら
び
に
へ

I
ル
シ
ル
ト
(
出

g
H
R
E
E
)
と
い
う
ラ
ン
ト
法
上
の
原
理
を
前
提
と
し
て
、

(
削
〉

レ
i
ン
法
を
駆
使
し
て
遂
行
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
つ
く
り
出
さ
れ
た
帝
国
の
身
分
制
的
秩
序
が
、
③
の
執
行
に
当
る
。
バ
イ
エ
ル
ン
太
公
の

(mu 

統
治
も
、
基
本
的
に
は
こ
れ
と
同
じ
構
造
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
①
に
相
当
す
る
部
分
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
太
公
の
場
合
、
断
絶
し
た
太
公
領

ハ
附
}

の
吸
収
と
い
う
形
で
現
わ
れ
た
。
太
公
は
、
相
続
権
・
質
権
・
買
入
・
相
続
契
約
・
レ

l

ア
ル
ト
マ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
l

ロ
ッ
テ
ネ
ッ
グ

内
の
家
門
支
配
(
ロ
ヨ
自
己

g
F
2
g与
え
宮
口
)

〈

mv

ン
法
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
の
権
原
を
根
拠
と
し
て
(
明
確
な
権
原
を
欠
く
場
合
も
あ
る
〉
、
し
ば
し
ば
武
力
に
訴
え
な
が
ら
、
家
門
の
支
配

(
所
領
・
封
建
家
臣
・
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア

l
レ
ン
そ
の
他
の
従
属
民
)
(
回
目

R
R
r田
町
乙
と
高
権
(
出

o
z
x
)
を
、
手
に
入
れ
て
い
っ
た
。
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ン
デ
ク
ス
家
は
一
二
四
八
年
、

オ
ル
テ
ン
ブ
ル
ク
家
は
二
二
世
紀
の
中
頃
に
段
階
的
に
、

一
二
四
八
/
七

フ
ァ
ル
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
家
は
、

(2) 

ヴ

ァ

ッ

サ

i

プ

ル

ク

家

は

、

ド

ル

ン

プ

ル

ク

家

・

キ

ル

ヒ

ベ

ル

ク

家

(

穴

可

口

F
ゲ叩円
mmH)
・
フ
ロ

i
テ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
家
は
一
一
一
一
一

0
年
代
、
モ
l
ス
ブ
ル
ク
家
は
一
二
八
一
年
、
ボ
l
ゲ
ン
家
は
一
二
四
二
年
、
デ
ィ
l
ポ
ル
デ
ィ
ン
ガ
l
の
カ

ム
l

フ
ォ
l
プ
ル
ク
家
は
一
二

O
四
年
、
ズ
ル
ツ
バ
ッ
ハ
家
は
一
一
八
八
年
、
シ
ュ
タ
ウ
フ
ァ
l
の
家
領
は
一
二
六
九
年
、
ヒ
ル
シ
ュ
ベ
ル

ク
家
は
二
一
二
五
年
(
一
三

O
五
年
?
)
、
グ
ラ
イ
ス
バ
ッ
ハ
家
は
一
三
四
二
年
、
そ
れ
ぞ
れ
断
絶
も
し
く
は
所
領
を
縮
小
さ
れ
る
憂
き
目
を

見
、
そ
の
大
半
が
ヴ
ィ
ッ
テ
ル
ス
パ

y

ハ
家
の
支
配
(
出
目
口
忠
宮
内
乙
下
に
入
っ
た
。

二
年
、

一
二
四
九
年
、

メ

1
ト
リ
ン
ク
家
、

中世後期・近世におけるバイエノレン・ラント法史研究序説

レ
I
ゲ
ン
ス
プ
ル
ク
i

リ
i
デ
ン
プ
ル
ク
(
列
目
的
巾
口
中

ゲロ吋
m
H
N
5
L叩ロ
σロ
吋
ぬ
)
の
プ
ル
ク
グ
ラ
l
フ
、

シ
ュ
テ

1
プ
リ
ン
タ
ー
レ

I
ゲ
ン
ス
タ
ウ
フ

(ω
同町出
Em--州
市

mmD田
仲
田
口
む
の
ラ
ン
ト
グ
ラ

l

フ
の
支
配
も
、

一
一
八
九
年
と
一
一
九
六
年
、
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
運
命
を
辿
る
。
パ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
家
の
支
配
し
て
い
た
ド
ナ
ウ
河
畔
の
ノ
イ

(
m
v
 

一
二
六
一
年
、
デ
ィ
リ
ン
ゲ
ン
(
ロ
巳
佐
官
ロ
)
の
グ
ラ
l
フ
を
経
由
し
て
太
公
家
の
支
配
に
帰
し
た
。
こ
の

プ
ル
グ
の
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
も
、

上
・
下
バ
イ
エ
ル
ン
太
公
領
の
か
な
り
の
部
分
が
ヴ
ィ

y

テ
ル
ス
バ
ッ
ハ
太
公
家
の
支
配
領
域
(
同
町
口
汚

E
F
仏
O
B
S
E自
)
と

な
り
、
そ
の
太
公
領
に
お
け
る
領
国
政
策
は
、
帝
国
に
お
け
る
シ
ュ
タ
ウ
フ
ェ
ン
家
の
そ
れ
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
成
果
を
収
め
た
。
以
上

結
果
、

帝
国
諸
侯
(
町
民

g
p
間
三
口
口
相
官
〉
と
し
て
の
太
公
の
特
別
な
地
位
(
者
ロ
丘
町
)
を
抜
き
に
し
て
は
理
解
で
き
な
い
。

帝
国
諸

の
過
程
は
、

侯
身
分
に
属
さ
な
い
グ
ラ
l
フ
や
ヘ
ル
(
民
向
乙
の
ク
ラ
ス
の
貴
顕
の
場
合
、
そ
の
支
配

(
z
m
q
R
E公
〉
領
域
と
高
権
(
図
。

Z
X〉
領
域

フ
ォ
ー
ク
タ
イ
、
教
会
レ

I
ン
な
ど
)
と
は
空
間
的
に
一
致
し
て
い
る
。
彼
ら
の
「
支
配
権
(
出
向
ヨ
各
阻
止
・
仏
0
・

(
m
v
 

B
E
E
Sど
と
い
う
言
い
方
が
可
能
だ
と
し
て
も
、

(
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
、

所
詮
そ
れ
は
諸
々
の
高
権
的
権
利
〈
国

o
z
x向
m
n
y仲
間
)
の
寄
せ
集
め
の
域
を
出
る
も

即
ち
、
そ
の
領
邦
高
権
(
戸
田
口
仏
冊
目

r
o
Z
F
ω
ロ宮片山

2
x
g
Z
H号
。
ユ
長
田
)
は
、
諸

さ
も
な
く
ば
、

L22nn
が
「
高
権
の
及
ぶ
領
域
(
出
。
r
2
2
m
m
E
2ど
を
意
味
す
る

ラ

ソ

ヂ

ス

ヘ

ル

よ
う
に
な
っ
た
一
三
世
紀
後
半
、
ヨ
句
円
宮
内
巾
℃
∞
広
口
同
司
会
げ
か
領
邦
君
主
と
し
て
の
帝
国
諸
侯
に
限
っ
て
用
い
ら
れ
、
そ
れ
以
外
の
も
ユ
ロ
ロ
山
富
山

の
で
は
な
い
。
太
公
の
場
合
は
、
事
情
は
異
な
る
。

々
の
高
権
的
権
利
の
集
積
以
上
の
何
物
か
で
あ
る
。
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説

同
町
ロ
印
公
は

3
5
z
-
g
J
L
2
0ロ
g
J
3
m門回
目

-BR
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
を
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。

ご
二
、
二
二
世
紀
に
ヴ
ェ
ル
フ
家
や
ヴ
ィ
ッ
テ
ル
ス
バ
ッ
ハ
家
が
断
絶
し
た
支
配
家
門
の
グ
ラ
!
ブ
シ
ャ
フ
ト
を
我
が
物
と
し
た
権
原
は
、

依
然
と
し
て
不
明
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
暖
昧
な
権
原
の
背
後
に
太
公
の
帝
国
諸
侯
と
し
て
の
|
|
最
終
的
に
は
、
実
力
に
よ
っ

(

沼

)

て
担
保
さ
れ
る
べ
き

l
l特
別
の
法
的
地
位
ひ
い
て
は
皇
帝
(
国
王
〉
の
権
威
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
ま
ず
間
違
い
は
あ
る
ま
い
。
「
バ

論

ひ
と
え
に
太
公
の
へ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
強

多
数
の
グ
ラ

l
フ
シ
ャ
フ
ト
や
高
級
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
の
集
積
が
必
要
で
あ
」
り
、
「
太
公
は
、

た
ゆ
ま
ざ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
い
で
領
域
・
高
権
的
権
利
を
一
つ
ま
た
一
っ
と
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
ボ
ヘ
ミ
ア
の
森
か
ら
ア
ル

イ
エ
ル
ン
太
公
領
が
ヴ
ィ
テ
ル
ス
パ
ッ
ハ
家
の
も
と
で
有
力
な
領
域
国
家
に
発
展
す
る
た
め
に
は
、

化
・
・
・
・
・
・
即
ち
、

強
力
な
家
門
勢
力
の
形
成
、

レ
ッ
ヒ
河
と
イ
ン
河
と
の
聞
の
空
間
だ
け
は
政
治
的
分
裂
か
ら
守
り
、
か
な
り
の
広
が
り
を
持
っ
た
ラ
ン
ト
(
吋
2
1
Sユ
ロ
ヨ
)

を
創
り
上
げ
る
こ
と
が
出
来
た
」
こ
と
は
確
か
に
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
ラ
ン
ト
は
太
公
の
支
配
領
域
(
司
巾
吋
同
国
各
阻
止

g)
に
尽
き
る
も
の

で
は
な
い
。
ラ
ン
ト
は
、
太
公
の
支
配
領
域
の
ほ
か
に
も
な
お
複
数
の
(
帝
国
諸
侯
身
分
に
属
さ
な
い
)
貴
族
の
支
配
地
を
含
ん
だ
政
治
空

プ
ス
ま
で
、

こ
の
点
で
、
旧
い
「
部
族
太
公
領

(
ω
g
B
B
g
r巾『
N
O
m
Z
B
)」
と
新
し
い
「
領
域
太
公
領
(
ラ
ン
ト
と
と
の
聞
に
は
、

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト

念
的
対
応
関
係
が
あ
る
。
太
公
の
支
配
領
域
の
拡
大
は
そ
の
ラ
ン
ト
(
太
公
領
)
の
経
営
を
現
実
的
た
ら
し
め
る
た
め
の
事
実
的
要
件
で
は

ヘ

ル

シ

ャ

フ

ト

ヘ

ル

シ

ャ

フ

ト

あ
る
が
、
領
邦
高
権
を
法
的
に
根
拠
付
け
て
は
呉
れ
な
い
。
そ
の
支
配
領
域
に
付
着
し
て
い
る
諸
々
の
高
権
的
権
利
も
し
く
は
支
配
の
諸

間
で
あ
る
。

権
原
(
〉
ロ
。
仏
日
目
mmロリ同
VE宮町
2
2・戸巾}凶ロ
H
F
m
-
rタ
〈
。
包
話
口
r
g

分
制
的
に
編
成
す
る
必
要
が
生
ま
れ
て
く
る
(
②
)
。

己-阻・

5
・
)
に
し
て
も
、

同
様
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
ラ
ン
ト
を
身

「
こ
う
し
て
太
公
は
二
重
の
任
務
を
負
う
こ
と
に
な
っ
た
。
法
的
筋
道
を
通
し
て
で
あ
れ
実
力
行
使
に
訴
え
て
で
あ
れ
旧
来
の
所
領
に

旧
所
領
と
一
体
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
拡
散
的
・
逃
避
的
傾
向
に
あ
る
ラ
ン
ト
の
貴
顕
の
力

(

山

)

を
ま
と
め
上
げ
、
こ
れ
を
ラ
ン
ト
(
吋

2
ュg
ユ
ロ
ヨ
)
に
つ
な
ぎ
留
め
る
必
要
が
あ
っ
た
」
。
し
か
し
上
バ
イ
エ
ル
ン
と
下
バ
イ
エ
ル
ン
と
で

付
け
加
え
ら
れ
た
新
獲
得
所
領
は
、
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は
、
こ
の
二
つ
の
要
素
の
う
ち
の
何
れ
が
よ
く
前
面
に
出
て
く
る
か
と
い
う
点
で
の
相
違
が
あ
っ
た
。
歴
史
的
に
両
地
域
は
、
相
異
な
っ
た

支
配
構
造
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
八
世
紀
段
階
で
既
に
上
バ
イ
エ
ル
ン
で
は
大
貴
族
の
所
領
が
顕
著
で
あ
り
多
く
の
修
道

院
が
設
立
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
下
バ
イ
エ
ル
ン
に
は
多
く
の
太
公
所
領
な
い
し
国
王
所
領
が
存
在
し
こ
れ
が
教
会
に
寄
進
さ
れ
て
い

た
。
中
世
初
期
の
そ
の
後
の
全
発
展
の
結
果
、
中
世
中
期
の
上
バ
イ
エ
ル
ン
に
は
ヴ
ィ
ッ
テ
ル
ス
バ
ッ
ハ
、
ア
ン
デ
ク
ス
両
家
の
大
所
領
支

(2) 

配
が
展
開
し
て
い
た
。
一
方
、
下
バ
イ
エ
ル
ン
で
は
、

イ
ン
洞
に
沿
っ
て
帯
状
に
テ
ィ
ロ

l
ル
に
ま
で
延
び
る
オ
ル
テ
ン
プ
ル
グ
家
の
支
配
を

中世後期・近世におけるパイエノレン・ラント法史研究序説

別
と
す
れ
ば
、
中
小
規
模
の
貴
族
支
配
の
多
元
的
存
在
が
そ
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ド
ナ
ウ
河
流
域
を
中
心
と
し
て
豊
富
に
存
在
し
て
い

た
国
王
所
領
に
由
来
す
る
無
数
の
聖
界
イ
ム
ニ
テ
l
ト
が
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
・
教
会
レ

1
ン
と
い
う
形
で
、
大
貴
族
の
み
な
ら
ず
中
小
貴
族
に
も

支
配
形
成
の
手
段
を
提
供
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
更
に
、

一
三
世
紀
中
葉
を
ピ

l
ク
と
す
る
家
門
の
断
絶
の
結
果
、
上
バ
イ
エ
ル
ン
の

グ
ラ

l
フ
門
閥
支
配
は
一
四
世
紀
中
葉
ま
で
に
全
て
抹
殺
さ
れ
て
し
ま
い
、

(出

2
2ロ
)
家
門
の
数
も
大
幅
に
減
少
し
た
。

第
五
へ

l
ル
シ
ル
ト
の
自
由
人

(
F日
目
白
)
ク
ラ
ス
の
貴
族

こ
れ
に
対
し
て
下
バ
イ
エ
ル
ン
で
は
、
同
じ
く
相
当
数
の
家
門
が
断
絶
し
貴
族
の
支
配
領
域

も
縮
小
さ
れ
た
が
、

オ
ル
テ
ン
ブ
ル
ク
・
レ
オ
ン
ス
ペ
ル
ク
、

ア
1
ペ
ン
ス
ペ
ル
ク
と
い
っ
た
旧
来
の
グ
ラ

l
フ
家
が
な
お
存
続
し
て
い
た

貴
族
制
的

p
z
z
r伊丹
F27)
下
バ
イ
エ
ル
ン
と
ヴ
ィ
y

テ
ル
ス
パ
ッ
ハ
太
公
家
の
領
国
と
し
て
の
上
バ
イ
エ
ル
ン
と
い
う

(
山
)

構
造
的
差
異
は
こ
こ
に
至
っ
て
極
ま
る
。

の
で
あ
る
。

ラ
ン
ト
の
能
動
的
政
治
身
分
(
戸
田

E
Zロ
EC---28)
は
古
来
の
貴
族
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

太
公
家
は
自
身
数
多
く
の

ニ
ス
テ
リ
ア

l
レ
ン
(
ロ
芯
ロ
凹
己
m
E
P
B
E
U仲
間
同
日
色
白
田
)
を
擁
し
て
い
た
。

テ
リ
ア

l
レ
ン
を
も
抱
え
込
ん
で
い
た
。

(

問

)

的
上
昇
を
経
験
す
る
。

そ
れ
に
加
え
て
断
絶
し
た
家
門
の
所
領
と
と
も
に
そ
の
ミ
ニ
ス

彼
ら
の
一
部
は
太
公
の
役
人
(
〉

B
E
g
g
)
と
な
り
他
の
一
部
は
在
地
化
し
て
、

と
も
に
身
分

と
く
に
ヴ
ィ
ッ
テ
ル
ス
バ
ッ
ハ
家
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア

l
レ
ソ
で
あ
っ
た
ブ
ラ
ウ
ン
ホ

I
フ
ェ
ン
家
(
同
門
知
g
F
o
h
R〉

(
E
g
m
)
 

(m，H
白ロロヴ由同∞叩岡山

は
既
に
一
二
世
紀
末
に
は
大
幅
に
自
立
的
な
政
治
身
分
と
な
っ
て
き

や
ハ

1
グ

の
ブ
ラ
ウ
ン
ベ
ル
ク
家
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説

一
三
世
紀
に
は
グ
ラ
l
フ
裁
判
権
〈
吉
円
H
W
E
B
S
5
2
E乙
を
皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
二
世
(
】

E
Eユ
nr
同
・
)
か
ら
授
与

(
m
v
 

(noロロ巾回目
-o〉
さ
れ
て
い
た
(
下
バ
イ
エ
ル
ン
)
。
ボ
l
ゲ
ン
家
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア

l
レ
で
あ
っ
た
デ
ゲ
ン
ベ
ル
ク
家
(
口
問
m
g
r叩
諸
問
乙

〈

m〉

も
、
一
五
世
紀
に
は
、
自
己
の
帝
国
直
属
性
(
何
色
ロ

E
g
g
-
3
m
-
E井
忠
乙
を
主
張
す
る
勢
を
示
し
た
。
上
バ
イ
エ
ル
ン
で
も
、
フ
ラ
イ

(
臥
)

ジ
ン
ク
司
教
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア

1
レ
だ
っ
た
ヴ
ァ
ル
デ
v
ク
家
(
巧
同
5
2
Z乙
、
ヴ
ェ
ル
フ

l
シ
ュ
タ
ウ
フ
ェ
ン
家
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
l

ヘ
ル
N
V

ヤ
フ
ト

レ
だ
っ
た
シ
ュ
ヴ
ァ
ン
ガ
ウ
家

(
ω
n
y羽
田
口
官
己
の
所
領
(
同

o
Zロ者向
E
E
F
出。
r
g
R
Y者
間
口
何
回
口
)
が
そ
れ
ぞ
れ
、
帝
国
直
属
の
支
配

ヤ

フ

ャ

ヘ

ル

シ

ャ

フ

ト

領
域
と
な
っ
て
い
る
(
但
し
後
者
は
一
四
四

O
年
に
断
絶
し
、
そ
の
所
領
は
一
五
六
七
年
に
ヴ
ィ
ッ
テ
ル
ス
パ
ッ
ハ
家
の
支
配
に
帰
し
た
)
。

て
お
り
、

論

そ
こ
に
は
、
太
公
の
勢
力
を
殺
ご
う
と
い
う
国
王
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
三
世
(
明
江
色
ユ
各
国
・
)
の
意
思
が
介
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
帝
国

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト

直
属
性
の
獲
得
が
す
ぐ
さ
ま
、
こ
れ
ら
の
支
配
領
域
の
太
公
領
か
ら
の
脱
落
を
意
味
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
ほ
か
、
フ
ァ
ル

ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
グ
ラ
l
フ
家
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア

l
レ
で
あ
っ
た
キ
l
ム
ガ
ウ
の
ア
l
シ
ャ
ウ
家

(
〉
田
口
「
田
口
町
円
)

が
旧
来
の
フ
ォ
ー
ク

ト
権
を
基
礎
と
し
て
ノ
イ
ブ
ル
ク
l

フ
ァ
ル
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
地
に
、

ヴ
ェ
ル
フ
家
の
旧
ミ
ユ
ス
テ
リ
ア
l
レ
で
あ
る
ゲ
ゲ
ン
ポ
イ
ン
ト

(の晃一
m
g℃
O
E
円
)
の
ヘ
ル
が
国
王
所
領
を
基
礎
と
し
て
フ
ュ
ル
ス
テ
ン
フ
ェ
ル
ト
l

ブ
ル
ッ
ク

(m，
c
g丹
市
民
四
広
∞
Enw)周
辺
に
そ
れ
ぞ
れ

{ぺ

m〉

の
支
配
領
域
を
作
り
上
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
(
そ
の
う
ち
の
或
る
者
は
帝
国
直
属
資
格
を
獲
得
す
る
程
に
成
り
上
が
っ
た
)
上
層
の
ミ
ニ

ス
テ
リ
ア

i
レ
ン
は
、
旧
来
の
高
級
貴
族
(
出
o島

1
5
L
開
向
笠
岡
円
色
町
)
と
と
も
に
、

た
。
も
と
よ
り
断
絶
し
た
旧
家
門
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
l
レ
ン
や
旧
封
建
家
臣
(
〉
た

2SE--g)
の
全
て
が
、
こ
の
よ
う
な
成
功
を
収
め
た

ラ
ン
ト
の
上
級
貴
族

(
g
r
2
2
〉
営
む
を
構
成
し

わ
け
で
は
な
い
。

小
家
門
の
旧
臣
た
ち
の
多
く
は
第
七
へ

I
ル
シ
ル
ト
に
属
す
る
「
騎
士
(
目

=
2・
自
己
目
同
町
田
)
」
と
な
り
、

同
じ
く
受
動

的
レ

l
ン
法
的
権
利
能
力
(
受
封
能
力
)
し
か
持
た
な
い
従
者
(
穴
ロ

2
Z・開門
r
F
5
n
z・
阿
ハ
ロ
白
石
叩
)
と
と
も
に
下
級
貴
族
(
巳
注
目
円
四
円

〉
仏
巳
)
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
グ
ラ
l
フ
(
第
四
へ

l
ル
シ
ル
ト
)
・
「
自
由
人
(
高
級
自
由
人
)
(
明
日
戸
開
仏
冊
目
P
色
町
〉
」
・
ミ
ニ
ス

テ
リ
ア

1
レ
ン
(
家
人

x
g
g邑
2
F
豆
町
ロ
由
同
日
自
己
(
第
六
へ

1
ル
シ
ル
ト
〉
・
「
騎
士
」
・
従
者
と
い
う
諸
身
分
の
、
「
へ
ル
」
と
「
騎
士
」

北法34(2・102)322 



と
い
う
こ
つ
の
貴
族
層
へ
の
融
合
の
過
程
は
、

一
三
世
紀
後
半
か
ら
一
四
世
紀
を
通
じ
て
序
々
に
進
行
し
た
。

一
方
、
騎
士
た
ち
は
、
第

へ
1
ル
シ
ル
ト
の
国
王
、
第
一
一
一
へ
l
ル
シ
ル
ト
と
世
俗
帝
国
諸
侯
(
太
公
)
か
ら
第
七
へ
l
ル
シ
ル
ト
の
「
騎
士
」
に
至
る
ま
で
全
て
、
〈
出

自
の
自
由
・
不
自
由
に
関
わ
ら
ず
)
と
も
に
騎
士
の
生
ま
れ
で
あ
り
(
是
芯
手
口
邑
也
、
『
剣
打
ち

(
百
三
日
田
円
E
国
側
)
と
騎
士
的
生
活
様
式

に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
た
一
つ
の
統
一
的
騎
士
身
分
(
目
2
2
R
E同
乙
へ
の
帰
属
感
情
を
共
有
し
て
い
た
。

更
に
、

彼
ら
が
太
公
の
役

。)

人
と
な
っ
た
場
合
の
勤
務
形
態
に
差
異
の
な
か
っ
た
こ
と
も
手
伝
っ
て
か
、
上
級
貴
族
と
下
級
貴
族
と
の
境
界
は
な
お
流
動
的
で
あ
っ
た
。

中世後期・近世におけるバイエルン・ラント法史研究序説

一
五
世
紀
初
め
に
は
な
お
ヨ
ロ
ぽ
ロ
色
町
丘
町
公
と
言
わ
れ
て
い
た
層
は
や
が
て
ヨ
ロ
芯
E
F
2
2
P
E
E
P
2
5ロ
公
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、

世
紀
の
一
ニ

0
年
代
に
は
沼
田
2
2口
氏
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
勿
論
、
上
級
貴
族
は
自
己
の
身
分
的
優
越
に
固
執
し
た
が
、
そ

、明ω
J

の
主
張
は
「
馬
上
槍
試
合
参
加
資
格
保
有
貴
族
(
、
吋
日
ロ
戸
市
E
L
m
-
)
」
と
い
う
い
わ
ば
社
会
的
レ
ベ
ル
で
貫
徹
さ
れ
た
に
と
ど
ま
つ
だ
。
し
た
が

っ
て
こ
れ
ら
の
「
騎
士
」
た
ち
下
級
貴
族
も
、
高
権
H
支
配
権
の
「
物
象
化
(
物
権
化
〉
(
〈
m
E
Z
m
-
w
r
gぬ
と
し
た
も
の
で
あ
る
貴
族
支
配
地
を

取
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
十
分
、
固
有
の
支
配
を
展
開
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ラ
ン
ト
内
に
お
け
る
こ
の
断
え
ざ
る
「
支
配

層
の
再
生
産
」
の
過
程
を
断
ち
切
る
た
め
に
は
、
皇
帝
(
国
王
)
の
「
主
権
(
即
日
間
】
2
2
5・
8
ロ
S
E
E
-昨
日
)
」
・
帝
国
諸
侯
の
「
領
邦
高

権
(
由
石
町
立
O

号
B
Z
E
E
-白
-
F
F白
E
S
E
r
-
C」
に
対
応
す
る
貴
族
の
人
的
権
威
な
い
し
法
的
地
位
(
司
位
互
乙
を
創
出
す
る
以
外

に
手
段
は
な
い
。
そ
の
客
観
的
l

法
的
表
現
が
一
五
五
七
年
の
第
六

O
次
特
権
付
与
状
に
お
け
る
「
貴
人
特
権
(
開
骨
E
S
E骨
2
Z
5」の

円
一
山
)

創
設
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
都
市
民
・
農
民
の
貴
族
(
支
配
者
〉
身
分
へ
の
上
昇
の
可
能
性
が
遮
断
さ
れ
て
は
じ
め
て
上
・
下
バ
イ
エ
ル

(
郎
)

ン
の
貴
族
の
特
権
意
識
は
満
足
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
新
し
い
貴
族
層
の
生
成
に
よ
っ
て
二
四
世
紀
ま
で
に
形
造

ら
れ
て
い
た
上
・
下
バ
イ
エ
ル
ン
の
構
造
的
差
異
が
大
き
く
崩
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
支
配
は
、
上
級
貴
族
の
そ
れ
が
グ
ラ
l

フ
シ
ャ
フ
ト
や
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
を
取
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
築
き
上
げ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
既
存
の
貴
族
所
領
な
い
し
ホ
l
フ
マ
ル
ク

(
国
主
B
2
5
と
い
う
「
物
象
化
(
物
権
化
〉
」

し
た
高
権
H
支
配
権
に
立
脚
し
て
い
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
い
わ
ば
中
世
中
期
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説

シ

ス

テ

ム

ま
で
に
決
定
さ
れ
た
上
・
下
バ
イ
エ
ル
ン
太
公
領
と
い
う
ラ
ン
ト
の
「
構
造

(ωuagB)」
に
依
存
し
た
ラ
ン
ト
内
的
存
在
で
あ
っ
て
、

ン
ト
の
「
構
造
」
に
根
本
的
変
動
を
も
た
ら
す
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

論

一
四
世
紀
ま
で
に
ヴ
ィ

y

テ
ル
ス
バ
ッ
ハ
太
公
家
が
フ
ォ
ー
ク
ト
権
を
掌
握
し
た
聖
界
イ
ム
ニ
テ
1
ト
は
、
若
干
の
例
外
を
除
き
、
ラ
ン

ト
裁
判
区
に
編
成
さ
れ
る
。
貴
族
が
支
配
権
を
保
ち
得
た
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
は
、
上
述
の
よ
う
に
、

一
四
世
紀
に
は
ホ
I
フ
マ
ル
ク
を
構
成
す

る
こ
と
に
な
る
。
世
俗
フ
ォ
ー
ク
ト
の
支
配
を
排
除
し
て
自
立
(
律
)
的
支
配
体
と
な
っ
た
そ
れ
以
外
の
フ
ォ
ー
ク
タ
イ
も
、

一
部
の
帝
国

直
属
資
格
を
獲
得
し
た
も
の
を
除
い
て
、

太
公
の
流
血
裁
判
権
に
服
し
た
。

に
由
来
す
る
イ
ム
ニ
テ
1
ト
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
で
も
分
る
よ
う
に
、

こ
の
よ
う
な
教
会
領
(
出

o
n
Z
E乙
は
、

母
体
が
国
王
所
領

上
バ
イ
エ
ル
ン
に
多
い
修
道
院
は
家
門

下
バ
イ
エ
ル
ン
に
多
い
。

そ
れ
ら
は
差
し
当
た
っ
て
、
司
法
書
』
に
定
め
ら
れ
て
い
る
限
定
さ
れ
た

(

間

)

「
村
裁
判
権
(
ロ

2
R
2
r
r仲
間
ゲ

R
Z
X
)」
を
認
め
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
一
回
世
紀
以
降
発
展
し
て
く
る
ラ
ン
ト
都
市
(
同
九
百
円
山
田
Z
L
C
や

裁
判
特
権
を
有
す
る
市
(
回
自
ロ

B
R
E
)
も
ラ
ン
ト
の
能
動
的
政
治
身
分
を
構
成
す
る
が
、
そ
の
分
布
は
や
は
り
下
バ
イ
エ
ル
ン
が
優
勢
で

あ
る
。
既
に
中
世
初
期
(
ア
ギ
ロ
ル
フ
ィ
ン
ガ
1
後
期
・
カ
l
ロ
リ
ン
ガ
ー
を
含
む
)
に
そ
の
淵
源
を
持
ち
中
世
中
期
に
決
定
さ
れ
中
世
後

の
設
立
に
か
か
る
も
の
で
、

こ
れ
と
は
別
系
列
の
も
の
で
あ
る
。

期
を
通
じ
て
基
本
的
に
は
維
持
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
上
・
下
バ
イ
エ
ル
ン
の
構
造
的
差
異
に
対
応
し
て
、
上
バ
イ
エ
ル
ン
で
は
先
に
挙
げ
た

第
一
の
課
題
|
|
領
国
の
官
僚
制
的
組
織
と
い
う
側
面
が
、
そ
し
て
下
バ
イ
エ
ル
ン
で
は
ラ
ン
ト
の
身
分
制
的
編
成
と
い
う
第
二
の
側
面
が

前
面
に
出
て
く
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

中

ノ、

貴
族
的
要
素
の
支
配
的
な
下
バ
イ
エ
ル
ン
で
は
、
領
国
の
官
僚
制
的
整
備
と
な
ら
ん
で
、
ラ
ン
ト
を
身
分
制
国
家
に
作
り
上
げ
る
こ
と
が フ
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一
一
二
一
一
年
の
『
オ
ッ
ト
!
の
特
権
付
与
状
』
以
来
の
伝
統
で
あ
る
集
団
的
・
一
般
的
特
権
付
与
と
い

(2) 

焦
眉
の
課
題
で
あ
っ
て
、
そ
の
際
、

(

印

〉

う
一
括
方
式
が
と
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
一
種
の
「
定
款
」
な
い
し
(
財
団
法
人
の
場
合
の
寄
付
行
為
と
の
類
推
で
)
「
ラ
ン
ト
設
立
行
為
」

(

m

)

 

と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
「
支
配
契
約
(
国
2
H
R
E
E
Zユ
品
m
m
)
」
(
ヴ
ェ
ル
ナ
l

・
ネ
フ
垣
間

B
2
Z巳
)
と
い
う
よ
り
は
一

種
の
「
合
同
行
為
」
と
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
行
為
に
よ
っ
て
初
め
て
太
公
自
身
を
含
む
太
公
領
内
の
支
配
者
た
ち
の
ラ

γ
ト
法
上

ヘ

ν

ン

ア

イ

デ

γ

テ

イ

テ

ィ

1

ア

イ

ヂ

γ
テ
イ

の
支
配
権
が
確
定
さ
れ
て
、
ラ
ン
ト
へ
の
帰
属
意
識
と
ラ
ン
ト
内
支
配
者
と
し
て
の
同
一
身
分
帰
属
意
識
が
醸
成
さ
れ
る
。
こ
の
同
一
一
帰
属

テ

ィ

ー

へ

レ

ゾ

ヲ

y
デ

ス

ヘ

ル

意
識
が
や
が
て
ラ
ン
ト
内
支
配
者
の
コ
撰
(
何
百

g
m〉
」
と
そ
の
団
体
(
同
0
4
2
E
S
)
化
を
招
来
し
、
領
邦
君
主
と
し
て
の
太
公
と

N
V
Z

テ

ソ

デ

タ

ヤ

フ

ト

ラ
ン
ト
等
族
団
体
(
ラ
ン
ト
等
族
会
)
と
が
向
か
い
合
う
構
造
が
生
み
出
さ
れ
る
。
一
回
世
紀
後
半
か
ら
の
太
公
領
の
分
裂
と
統
合
へ
の
途

シ
早
テ

γ
デ

上
の
時
期
、
と
り
わ
け
一
五
世
紀
か
ら
一
六
世
紀
前
半
、
ラ
ン
ト
等
族
が
(
部
分
)
ラ
ン
ト
の
一
体
性
を
体
現
し
、
統
合
ラ
ン
ト
な
い
し
太
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公
領
は
い
わ
ば
ラ
ン
ト
外
の
存
在
で
あ
る
太
公
と
い
う
人
格
に
お
い
て
統
合
さ
れ
る
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
ユ
ニ
オ
ン
に
す
ぎ
な
い
か
の
ご
と
き
様

司

叩

凶

〉

〔

叩

同

〉

相
を
呈
し
た
(
ラ
ン
ト
の
二
元
性
)
の
も
、

以
上
の
よ
う
な
発
展
の
帰
結
に
す
ぎ
な
い
。

」
の
時
期
に
は
ま
た
、

集
団
的
特
権
付
与
状
も

「
支
配
契
約
」
的
性
格
を
強
め
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
依
然
と
し
て
ラ
ン
ト
の
共
同
支
配
者
同
士
の

「
契
約
」

で
あ
っ
て
、
単

な
る
支
配
者
と
被
支
配
者
と
の
契
約
で
は
な
い
。
事
実
、
通
常
「
支
配
契
約
」
と
い
わ
れ
る
も
の
は
一
般
に
、
権
利
擁
護
・
権
利
強
化
的
要

シ

ユ

テ

ン

デ

〈

山

川

)

素
の
み
な
ら
ず
、
行
政
へ
の
参
画
な
ど
等
族
支
配
権
の
拡
大
を
も
そ
の
内
容
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
直
接
当
事
者
た
る
太
公
と
ラ

シ
品
テ
ソ
デ

u
v
a
テ
ン
デ

ン
ト
等
族
以
外
の
(
受
動
的
)
ラ
ン
ト
構
成
員
|
|
太
公
な
い
し
ラ
ン
ト
等
族
の
直
接
支
配
下
に
立
つ
臣
民
に
対
し
て
も
法
的
通
用
力
を
有

し
て
い
る
。

そ
れ
は
ラ
ン
ト
の
共
同
支
配
者
が
協
働
し
て
発
布
し
た
ラ
ン
ト
の
基
本
法
律
で
あ
り
、

支
配
者
団
体
の
発
し
た
法
命
令
で
あ

る
。
集
団
的
特
権
付
与
状
か
ら
憲
法
典
へ
、
と
い
う
系
譜
を
考
え
る
場
合
、
我
々
は
先
ず
「
一
九
世
紀
立
憲
主
義
(
問
自
主

ztog--∞B
E
)」

も
し
く
は
「
市
民
的
法
治
国
(
権
利
擁
護
国
家
)
(
ぴ
官
官

E
n
F
2
m
R
E
g
g巳
)
」
的
憲
法
観
念
(
基
本
権
の
カ
タ
ロ
グ
、
権
利
章
典
)
を

棚
上
げ
に
し
て
、
「
統
合
理
論

(
F
Z
m
g巴
ogpgH-o)」
(
ル

1
ド
ル
プ
・
ス
メ

γ
ト
見

Eo-同

ω
g
g
L〉
的
な
憲
法
概
念
を
念
頭
に
置
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説

ハ

m)

い
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
集
団
的
特
権
付
与
状
は
、
ま
さ
に
国
家
の
創
出
と
統
合
の
過
程
の
基
礎
に
あ
る
法
律

(
同
口
同
市
ぬ
吋
丘
町

O
ロ
回
吋
巾

n
r
(
)

で
あ
っ
た
。

し
か
し
、

や
が
て
宗
教
戦
争
の
最
中
、

論

ai--∞
)
を
設
立
し
組
織
す
る
と
い
う
古
典
古
代
の
考
え
方
を
持
ち
出
し
た
。

契
約
に
よ
っ
て
国
家
H
政
治
社
会

神
約
共
同
体
と
い
う
旧
約
聖
書
の
イ
メ
ー
ジ
も
「
相
互
の
義

フ
ラ
ン
ス
の
ユ
グ
ノ
ー
た
ち
は
、

(Eon-mgM 

務

(
B
E
E
。
豆
町
ぬ
同
昨
日
0
)
」
と
い
う
ロ

l
マ
法
的
表
現
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
、
そ
こ
に
流
れ
込
ん
で
い
た
。
こ
の
「
支
配
契
約
」

(
揃
)

よ
っ
て
現
実
の
身
分
制
的
国
制
が
解
釈
さ
れ
、
君
主
が
絶
対
主
義
へ
の
傾
斜
を
強
め
て
い
っ
た
一
七
世
紀
中
葉
、
各
国
で
一
連
の
「
基
本
法

シ
ユ
テ
ソ
デ

律

(
-
a
g
pロ
仏
国

B
E
g
-
g〉
」
が
制
定
さ
れ
る
。
中
央
集
権
的
・
官
僚
制
的
国
家
の
形
成
を
目
標
と
し
た
国
王
に
対
す
る
等
族
の
抵
抗
の

表
現
で
あ
る
こ
れ
ら
の
法
律
文
書
こ
そ
、
「
一
九
世
紀
立
憲
主
義
」
的
憲
法
典
の
遠
い
祖
先
で
あ
る
。

の
理
論
に

一
六
世
紀
中
葉
の
バ
イ
エ
ル
ン
の
『
ラ

ン
ト
の
特
権
の
宣
言
』
は
、
時
期
は
早
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
「
基
本
法
律
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
既
に
国
家
の
枠
が
定

ま
り
、
ラ
ン
ト
の
存
在
が
自
明
と
な
っ
て
い
た
時
代
の
産
物
で
あ
る
。
だ
が
集
団
的
特
権
付
与
状
と
り
わ
け
そ
の
初
期
の
も
の
は
、
国
家
そ

〈

印

)

の
も
の
を
作
り
出
す
と
い
う
歴
史
的
課
題
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

太
公
の
直
轄
ラ
ン
ト
的
色
彩
の
濃
い
上
バ
イ
エ
ル
ン
で
は
、
太
公
領
の
ラ
ン
ト
へ
の
組
織
化
は
下
バ
イ
エ
ル
ン
と
は
全
く
異
な
っ
た
過
程

を
辿
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
差
し
当
た
っ
て
、
領
国
の
官
僚
制
的
整
備
が
前
面
に
出
る
。
こ
の
際
に
中
心
的
位
置
を
占
め
た
の
が
ラ

(
川
〉

ン
ト
裁
判
官
(
百
円
宮
巾
乙
の
配
置
さ
れ
た
官
街
(
〉
自
ゲ
向
日
間
】
y
o自
己
z
g
)
|
|後
の
ラ
ン
ト
裁
判
所
(
円
、
自
身
冊
立
与
乙
で
あ
り
、
そ
の

ラ
ン
ト
裁
判
所
に
与
え
ら
れ
た
一
種
の
「
裁
判
(
所
)
(
条
)
令
」
が
『
上
バ
イ
エ
ル
ン
・
ラ
ン
ト
法
書
』
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、

公
領
内
の
支
配
者
の
裁
判
権
・
支
配
権
は
、
「
村
裁
判
権
」
(
七
二
プ
フ
エ
ニ
ッ
ヒ
以
下
の
照
罪
裁
判
権
)
を
超
え
る
分
に
つ
い
て
は
事
実
的

(
含
P
2
0
)
な
ま
ま
に
捨
て
置
か
れ
た
の
で
あ
問
。
た
だ
都
市
恥
和
町
、

一
三
四
六
年
に
既
に
、

『
ラ
ン
ト
法
書
』
の
適
用
を
受
け
る
も
の

と
さ
れ
て
い
た
し
、

ル
1
ド
ヴ
ィ
ッ
ヒ
四
世
は
『
法
書
』
が
全
ラ
ン
ト
で
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
。
も
と
よ
り
当
初
は
、
修
道
院

や
貴
族
が
『
法
書
』
に
よ
る
裁
判
を
す
る
こ
と
で
、
村
裁
判
権
の
範
囲
を
越
え
て
ラ
ン
ト
裁
判
所
と
同
様
の
裁
判
権
を
獲
得
す
る
こ
と
が
意
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図
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
や
が
て
そ
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
権
的
裁
判
権
の
付
与
の
場
合
に
も
、
通
常
、

『
法
書
』
の
付
与
が
伴
っ
た

(
N
E
H

切
口

n
r
p丘
町
ロ
)
。
こ
う
し
て
一
五
世
紀
の
中
頃
ま
で
に
は
、

市
・
市
は
、
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
管
轄
権
に
ほ
ぼ
等
し
い
内
容
の
裁
判
権
を
獲
得
し
て
い
た
。
か
く
し
て
元
来
は
い
わ
ば
ラ
ン
ト
裁
判
所
に
対

す
る
服
務
令
で
あ
っ
た
『
ラ
ン
ト
法
書
』
は
、
下
バ
イ
エ
ル
ン
に
お
い
て
集
団
的
特
権
付
与
状
が
果
た
し
て
い
た
の
と
似
た
機
能
1

1

ラ
ン

上
バ
イ
エ
ル

γ
の
貴
族
や
修
道
院
や
都

(2) 

ト
の
身
分
制
的
編
成
と
い
う
任
務
を
も
併
せ
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
上
・
下
バ
イ
エ
ル
ン
の
統
一
の
な
っ
た
一
六
世
紀
、
こ
れ
ら
の

円
山
山
〉

裁
判
所
は
一
斉
に
「
ホ
l
フ
マ
ル
ク
裁
判
所
」
と
し
て
史
料
に
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
ラ
ン
ト
裁
判
官
な
ど
の
役
人
を
含
む
そ
の
他
の

〈

凶

〉

騎
士
た
ち
の
自
有
地
に
対
し
て
も
、
「
軒
先
ま
で

Q
U
E
同ロ
2
Z
H阻
止
巾
)
」
に
限
っ
て
、
下
級
裁
判
特
権
が
認
め
ら
れ
た
。
上
・
下
パ
イ

ラ

ン

ト

エ
ル
ン
は
通
っ
て
き
た
筋
道
こ
そ
違
え
、
い
ず
れ
も
近
世
ま
で
に
身
分
制
的
国
家
と
し
て
編
成
さ
れ
た
。
そ
し
て
ラ
ン
ト
の
こ
の
等
族
ザ
的

シ
ユ
テ

γ

デ

フ

リ

1
デ

憲
法
構
造
が
、
(
太
公
な
ら
び
に
ラ
ン
ト
等
族
を
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
共
同
の
立
法
者
と
す
る
)
法
命
令
と
相
侠
っ
て
、
平
和
領
域
・
法
H

(ω
〉

権
利
共
同
体
と
し
て
の
ラ
ン
ト
な
い
し
ラ
ン
ト
の
「
良
き
ポ
リ
ツ
ァ
イ
釘
丘
四

P】
t
N
2
)
」
の
維
持
に
当
た
っ
た
の
で
あ
る
。
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以
上
、
敢
え
て
補
説
を
た
て
て
、
前
章
に
お
い
て
検
出
さ
れ
た
上
・
下
バ
イ
エ
ル
ン
の
ヲ

γ
ト
法
史
の
構
造
的
差
異
わ
国
制
史
的
意
味
を

グ
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
が
ラ
ン
ト
法
素
材
を
ど
う
体
系
化
し
理
論
化
し
た
か
を
検
討
す
る
に
先
立
っ
て
、
自
分
自
身
の

考
え
て
み
た
。
次
章
で
、

歴
史
像
を
そ
れ
な
り
に

i
lク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
そ
れ
の
再
構
成
作
業
と
は
一
応
独
立
に
|
|
構
成
し
て
お
き
た
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ

れ
は
や
が
て
ク
ラ
イ
ト
マ
イ
ア
の
法
学
の
「
歴
史
H
誌

(
E
2
2
E
)」
的
性
格
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
く
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

(

1

)

本
稿
ハ
円
『
北
大
法
学
論
集
』
三
一
一
一
l
三
(
一
九
八
二
年
)
一
四
七
頁
以
下
、

(

2

)

本
稿
ハ
円
一
四
一
一
貝
以
下
、
一
四
七
頁
以
下
。

(

3

)

出
国
ロ
国

ω
n
E
S
B
F
∞
削
除
仲
間
三
丹
市
}
包
芯
ユ

-
n
r
o
H
N
i
f
g
N昂
居
口
同

n
r
r白
百
円
』
田
口

rmロ
C
E
w口
。
ロ
・
。

R
W
E回
〈

mHFm田
口
口
問
ロ
ロ

LHNonrg聞
き
阿
曽
問
。
-
ロ

一
八
六
頁
以
下
。
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(忌)Reindel， a. a. 0.， S. 208 f.. 
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な
ら
び
に
同
局
『
国
家
学
会
雑
誌
』
九
五

l
九
・
一

O
(
一
九
八
二
年
〉
六
四
l
七
二
頁
を
参
照
。

(
川
乱
)
石
川
前
掲
論
文
一

O
四
i
一
O
五
頁
。

(
位
)
註
(
叩
拍
)
所
掲
の
関
R
-
ω
n
r
S
F
明
江
主
同
日
ny
】

U巳ロ
N-
保
田
同
日
開
30m円
ro--
の
論
考
の
ほ
か
、

MV江口
N-
古
川
出
自
円
四
一
}
ロ
n
r
F
ω
-
U
H∞
『
:

(
幻
〉
一

O
七
九
年
に
初
め
て
史
料
に
現
わ
れ
る
シ
ャ
イ
エ
ル
ン
の
グ
ラ
1
フ
は
、
一
一
一
五
年
に
な
っ
て
、
ア
イ
ヒ
ア
ッ
ハ
(
〉
正
面
白
己
の
東
方
近
郊

プ

ル

グ

の
オ
ー
バ
ー
ヴ
ィ
ッ
テ
ル
ス
バ
ッ
ハ
の
村
に
臨
ん
で
新
し
く
建
造
さ
れ
た
城
塞
に
因
ん
で
、
ヴ
ィ
ッ
テ
ル
ス
バ
ッ
ハ
を
名
乗
っ
た
。
ア
ン
デ
グ
ス
i

メ

J
Y

ル

ダ

ラ
l

ニ
エ
ン
太
公
が
、
ア
マ
湖
畔
の
ア
ン
デ
グ
ス
の
城
塞
に
因
ん
だ
家
系
を
名
乗
る
の
は
、
一
一
三
二
年
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
家
系
と
は
異
な

り
、
一
二
世
紀
の
貴
族
家
の
う
ち
で
も
ヴ
ェ
ル
フ
家
や
オ
タ
カ
l
ル
家
の
場
合
に
は
、
厳
密
な
意
味
で
の
「
家
門
」
と
吾
一
口
え
る
か
は
微
妙
な
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。

(
倒
)
ワ
ッ
ペ
ン
は
、
「
家
門
」
の
成
員
の
歴
史
的
自
意
識
の
精
密
な
具
象
化
で
あ
る
(
森
護
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
紋
章
・
日
本
の
紋
章
』
一
九
八
二
年
)
。
ヴ

ィ
ッ
テ
ル
ス
バ
ッ
ハ
家
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
ヨ

-
E
S
〈
c
-
Z
F
U
F品
切
H
E
R
S
Pロ
巧
阻
害
g
品。
H
d司
王
争
E
n
r
R
山口

u
F
M
Z同
件
。

s・

2
2
(国同国間・)・
4
〈

x
s
r
z
n
r
c
E
∞
a
Rロ
同
¥
同
盟
相
官
伊
丹
仏
O
H
E
F自
国

mREo-
〈
g
g
s
H
S
F
E
1
m
r
s
F百
円
ロ
・
切
色
町
出
mo

Nロ
同
国
mqo江田
n
Zロ
の
mmnznr件
。
ロ
ロ
仏
関
E
田仲

HH∞
C
1
5
8・
富
田
口
n
r
S
F
N口同町
nrHU∞0
・
ωω
・
5
1
N∞
B
X
吋白
E
ロ
H
l
ω
(
z
a
g
E
]同
40ロ

ぞ
同
町
民
刃
包
ロ
r白同門〉・

(
回
)
西
川
前
掲
論
文
同
六
二

l
七
二
頁
、
同
帥
『
国
家
学
会
雑
誌
』
九
五
|
一
一
・
一
一
一
(
一
九
八
二
年
)
八
八
|
八
九
頁
。

(
部
〉
彼
は
既
に
一
一
七
二
年
な
い
し
一
一
一
年
、
遅
く
と
も
一
一
七
四
年
に
は
、
イ
タ
リ
ア
の
レ

1
ン
を
フ
リ
ー
ド
リ
ヅ
ヒ
一
世
に
売
却
し
て
い
た
。
同
a
J

∞
O
ω
-
-
K
E・4
弓

o-門
戸
宮
口
何
回
門
戸
切
O回
目
唱
の
SFOHM-HEN-
国
自
由
国
E
Z丘
町

O問
自
由
ロ
ロ
(
回
E
H
r
u・
ロ
FC間『
arunrmm
巧

DH問。円
z
n
F
N
E円

庶
民
団
n
Zロ
の
g
n
z
n
z
o
o
-
〉
口
出
・
〉
ロ
仏
・
戸
富
田
口
n
y
g
s
a
-
∞同】・

8
2・
註
(
乃
)
所
掲
井
川
論
文
一
五
頁
参
照
。

〈
巾
別
)
メ
ラ
l

ニ
エ
ン
太
公
位
は
、
ベ
ル
ト
ル
ト
四
世
〈
旬
。
ぇ

Z
5
喝
し
、
オ
ッ
ト
l
七
世
(
。
件

s
g・
)
・
同
人
世
と
、
父
か
ら
長
子
を
経
て
孫
へ
と
継

論
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(2) 

承
さ
れ
た
。
ア
ン
デ
ク
ス
家
の
バ
イ
エ
ル
ン
内
の
所
領
の
う
ち
帝
国
レ
l
ン
で
あ
る
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
に
つ
い
て
は
、
帝
国
誇
侯
で
あ
る
彼
ら
が
こ

れ
を
所
有
し
て
も
何
の
問
題
も
な
い
が
、
テ

1
ゲ
ル
ン
ゼ

l

(
吋
品
2
2
2〉
の
修
道
院
所
領
を
太
公
ア
ル
ヌ
ル
プ
が
「
世
俗
化
」
し
た
も
の
や
イ
ザ

l
ル
河
と
イ
ン
河
と
の
問
の
二
四
箇
所
の
所
領
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
太
公
の
レ
l
ン
で
あ
っ
た
。
こ
の
部
分
は
、
ベ
ル
ト
ル
ト
回
世
の
父
の
ベ
ル
ト
ル
ト

三
世
(
同
WOHFG}仏
周
・
)
か
ら
ベ
ル
ト
ル
ト
四
世
の
次
子
の
ハ
イ
ン
リ
ヅ
ヒ
回
世
(
白
色
ロ
ユ

ny
見
)
へ
と
継
承
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
二
人
は
イ

ス
ト
リ
ア
の
グ
ラ

1
7
で
は
あ
っ
た
が
、
帝
国
諸
侯
で
は
な
い
。
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
四
世
が
一
二
二
八
年
、
ォ
ッ
ト
l
入
世
が
一
二
四
八
年
に
没
し
て
、
ァ

ン
デ
ク
ス
家
は
消
滅
す
る

o
z
z
ω
沼宮内出
F
U
F
O
K
Fロ
窓
口
問
。
仏

2
宮
古
江

m
n
r
g
r
z
m札口
B
E
R
a
s
p
窓
口
口
町
宮
口

S
Uア

Z
R
E
g
n
r
〉白

]
S

H
匂
叶
U
‘

ω‘一
戸
川

W

人
日
間
:

(
拘
)
同
M円
EN--ロ
日
出
S
F
z
n
r
F
ω
ω
-
U
N品
l
a
f
r
a
-
-
ロミ
R
E
〉
門
]
め
ご

s
z
o
n
r
s
-
5
E
Z
F
ω
ω
・
2
1
2・
シ
ュ
タ
ウ
ア
ァ
l
の
帝
国
領
国
政

策
に
つ
い
て
は
、
西
川
前
掲
付
三
人
頁
以
下
参
照
。

ラ

イ

ヒ

(
的
〉
オ
ヅ
ト
i
一
世
の
死
後
(
一
一
八
三
年
)
、
そ
の
子
の
ル
l
ド
ヴ
ィ
ッ
ヒ

(r己
主
四
円
)
が
一

O
歳
で
太
公
位
を
引
き
継
い
だ
が
、
帝
国
が
レ
l
ン

法
上
の
後
見
を
し
た
事
実
は
な
い
。
リ

l
ツ
ラ

l

G
釘

B
Z
E
〈

S
E
E
F乙
は
こ
の
侍
点
で
の
バ
イ
エ
ル
ン
太
公
領
の
世
襲
性
を
否
定
し
た
が
、

シ
ュ
ピ
ン
ト
ラ
ー
は
こ
れ
を
品
同
定
す
る
立
場
に
傾
い
て
い
る
。
国
王
が
こ
れ
を
明
示
的
に
認
め
た
の
は
一
二

O
八
年
で
あ
る
が
、
オ
ヅ
ト

1
四
世
は
獅

子
公
の
三
男
で
あ
っ
て
、
シ
ュ
タ
ウ
ブ
ァ
!
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
に
対
す
る
対
立
国
王
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
彼
の
意
図
は
む
し
ろ
政
治
的
な

理
由
か
ら
グ
早
ル
フ
家
の
バ
イ
エ
ル
ン
太
公
領
に
対
す
る
請
求
権
を
放
棄
す
る
点
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
∞
℃

g【
出
向
子
口
広
〉
丘
町
山
口
ぬ
白
色
町
田

r
a・

0
『
町
内

r
S
E
E
m曲目
E
E
S
E
E
P
ω
・ロ

N
B
X
P
H
Eロ
-
H
ロ
-
N・
小
野
前
掲
『
史
学
雑
誌
』
一
一
一
貝
註

(
4
〉
参
照
。

(
山
川
〉
己
負
円
白
〔
∞
雪
印
己
曲
。
〕
R

は
、
一
三
世
紀
後
半
、
「
(
バ
イ
エ
ル

γ
〉
太
公
管
区

2
5
a
S
F
Sユ
問
。
ど
か
ら
「
〈
バ
イ
エ
ル
ン
〉
太
公
の
高
権

(出

072)ll支
配
(
出
。
同
門
田

n
E
S
で
は
な
い

i
lの
及
ぶ
領
域
す
な
わ
ち
ラ

γ
ト
」
へ
と
そ
の
意
味
を
変
え
る
。
こ
れ
と
平
行
し
て
も

E
8官

ラ

ソ

ヂ

ス

ヘ

ル

〔
窓
口
問
。
〕
a

も
領
邦
君
主
た
る
太
公
に
限
っ
て
用
い
、
こ
れ
ま
で
帝
国
諸
侯
と
と
も
に
も
ユ
ロ
円
ぽ

g
D
R岡
田
町
〕
な
と
呼
ば
れ
て
い
た
太
公
領
(
ラ
ン
ト
〉

ラ

γ
ヂ

ス

ヘ

ル

の
貴
顕
(
何
色
。
)
は
ヨ
ロ
D
E冊
目

a
・
w
-
r
R
S
E
J
3
E叩
}22
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
但
し
帝
国
レ
ベ
ル
で
は
既
に
一
二
世
紀
段
階
で
、
領
邦
君
主

と
し
て
の
帝
国
諸
侯
(
明
白
Z
乙
に
限
定
す
る
も
崎
山
口
円
。
古
風
向
の
用
語
法
が
登
場
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
二
一
一
二
年
の
『
諸
侯
法
〔
の
g
E
Z
H
-
G
E
E
-

5
5
5
M
M
H
Z
n
q己
ヨ
)
』
で
、

W
M
L
O
B
S
-
Z
H
S命
R

と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
る
。
だ
が
、
パ
イ
且
ル
ン
太
公
が
自
ら
を
も

H
E
n
4
2
2阿
国

O
J
L
o
g
-
E田

仲
間
口
問
へ
と
い
う
こ
と
は
稀
で
あ
っ
て
、

L
E
H
J
L
E
S
Eへ
と
い
う
古
来
の
表
現
が
好
ん
で
用
い
ら
れ
た
。
ま
た
、
太
公
が
そ
の

L
R
R
E印
公
を

L
2
5へ
と
い
う
複
数
形
で
呼
ぶ
こ
と
は
な
く
、
ヨ
窓
口
由
民
J
3司
ユ
ロ
ロ
日
間
冨
宮
田

J
L
E
S
E
c
g
J
え
ロ

g
Z帥
震
と
い
う
単
数
形
が
選
ば
れ
て
い
る
お
立
ロ
・
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説

L
F
F
豆
町
〉
三
郎
出
向
。

ι
2
5吉岡山田
n
r
g
戸

ωロ
彩
色
町
え
8
2
S
F
ω
・ロ
H
R・
小
野
前
掲
註
〈
げ
)
、
西
川
前
掲
同
六
二
頁
参
照
)
。
一
方
、
「
E
a

E
E
E
と
し
て
の
支
配
全
般
」
を
意
味
す
る
え
D
B
Z
2
5去
の
語
は
、
八
世
紀
か
ら
一
一
世
紀
ま
で
は
主
と
し
て
「
国
王
の
支
配

S
O
B
E
E
5
3包
ω)」

に
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
一
二
、
-
三
世
紀
に
は
帝
国
諸
侯
や
修
道
院
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
国
王
の
支
配
は
、

L
B宮
口
z
g
a

と
表
現
さ
れ
る
(
巴
2
S
R
巧
巳
D当
Z
-
ロ己
HHMEC自
己
邑

HJC司門戸
3
8・
NC門
別
ロ
z
-
n
E
Cロ
四
母
国
間
m
g
g自
由
宮
間
正
州
閉
山
口
《
凶
O
H
5
5
E
E

S
長
各
自
己
E
S
E
g
-
-
n
r
g
問。
n
r
g
i
g
s印
n
z
p
g
h
H昌
宏

(
H
S
6・
ω・
5ω
同
・
)
。
こ
の
よ
う
な
用
語
法
上
の
変
化
は
、
中
世
後
期
の
バ

イ
エ
ル
ン
国
家
の
一
体
性
が
太
公
の
領
域
支
配
に
決
定
的
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
そ
れ
が
太
公
の
単
な
る
領
域
支
配
(
出
2
5
n
r回目。

を
越
え
る
高
権
(
悶
07巳
乙
領
域
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
「
(
現
実
の
空
間
的
広
が
り
こ
そ
異
な
る
が
)
太
公
管
区
」
と
い
う
古
来
の
政
治
的
観
念
の
延

長
上
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

(
山
山
〉
石
川
前
掲
口
一
一
一
一
一
頁
。
堀
米
庸
一
一
一
「
中
世
国
家
の
構
造
」
同
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
世
界
の
構
造
』
(
一
九
七
六
年
)
八
七
頁
参
照
。

(
山
)
堀
米
庸
三
「
西
洋
に
お
け
る
封
建
制
と
国
家
」
前
掲
書
一
二
五
頁
、
同
「
封
建
性
の
最
盛
期
と
は
何
か
」
前
掲
書
一
九
六

l
二
O
O頁。

(
問
)
久
保
正
幡
・
石
川
武
・
直
居
淳
訳
『
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
l
ゲ
ル
・
ラ
ン
ト
法
』
(
一
九
七
七
年
〉
三
七
頁
(
一
・
三
・
二
〉
、
回
中
周
友
・
上
山
安
敏
・

岩
田
健
次
・
西
賢
「
ω〔
リ
出
巧
〉
切
MWZω
旬
開
。
何
回
、
邦
訳
ハ
門
」
『
法
と
政
治
(
関
西
学
院
大
)
』
八
!
こ
(
一
九
五
七
年
)
一
七
二
頁
(
第
五
章
$
2
)。

(
川
川
)
西
川
前
掲
同
六
二
、
七
回
、
七
八
頁
。

〈
問
〉
ル

I
ド
ヴ
ィ
ッ
ヒ
四
世
は
、
こ
れ
を
帝
国
政
治
の
レ
ベ
ル
に
推
し
及
ぼ
し
た
(
本
稿
付
一
四

O
l
一
四
一
一
員
三
国
巳
E
F
-
o
r
E円
ダ
同
包
括
吋
門
戸
』
L・

耳
石
牛
耳
∞
白
一
巾
吋
∞

-
m
C
2
2
N官
官
ア
山
口
リ

N到
の
の
耳
目
'
叶
岱
〈

H
8
8・
ω-NωωR・
も
参
照
。

(川川

)ω
立
E-mH-
国
-
同
・
。
・
・
∞

-
S
R
:
小
野
前
掲
六

l
七
頁
な
ら
び
に
二
一
頁
註
(

9

)

参
照
。

(
川
)
ヴ
ィ
ッ
テ
ル
ス
バ
ッ
ハ
太
公
家
が
太
公
領
内
貴
族
の
遺
産
を
吸
収
す
る
に
際
し
て
レ

l
ン
法
が
果
し
た
役
割
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
小
野
前
掲
六
|

七
頁
が
議
論
を
簡
潔
に
要
約
し
て
い
る
。

(川川)口一

4
0
5
2・
。
Z
円
E
古川町
ω
n
r
o
g
L
E
O
L
2
r
a
E
2
Z
〉
主
ろ

3曲
目

E
Z
P
ω
-
U吋
ぬ
-

u

d
弓回目
r
o
F
〈

o
-
r
E胆
切

2
5
m
N回
目
沼
田
出

S
Z
E

色
。
吋
(
出
gm-)・
回
目
仏
ゲ
ロ
ロ
ゲ
仏
2
ゲ
ミ
2
2
n
Y
3
0
2円
Z
n
z
o
円
呂
田
口
n
Zロ
5
3・
Z
R
E
E円
r
s
=・
ω・印。
N
R
U
H
M門
戸
ロ
タ
ロ
2
ゲ
ミ
E
R
Z

〉

p
-
r
u
H
5
0‘
ω-Sω
・

〈
川
)
同
32nyoze
出凶
5
己
主
回
2
3岳
民
二
g
r
o
r
g
y向
E
o
E
Z
F
ω
・
5
山
Loa--
ロ
2
2
n
r
o
H同
2Zω
間
2
n
r
r
r件。

N(HN印。
l
H
8
3・阿佐川』ロ・

z
r
ゲ
包
出
E

Z
品
昌
司
・

ω・
5
叶民

-
L
g・-
k
r
F
固め円
g
n
E
F
5
日
出
HNAU
円

ω匂
-H定
時
・
に
よ
れ
ば
、

37b円R
8
7
(出
2
3
n
y問
問
。
去
の

論
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。)

語
が
何
ら
か
の
支
配
を
意
味
す
る
も
の
と
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Kreittmayr in der bayerisch-Iandrecht1ichen 

Entwicklung C"Friedeぺ"PoIizei“， "Konstitution“ 
als rechtsschるpferischeldeen) 

一-Verfassungsgeschichtliche Prolegomena zur Landrechts・
forschung一一ー(2)

Takuro W ADA * 

Inhaltsubersicht: 

O. Einfuhrende Bernerkungen zur typologischen Forschung der 

Gesetzgebungsgeschichte (von W. EbeI).一一一1.Kreittrnayrsche Kodifi-

kationen・IhrVerlauf und systernatischer Aufbau (Zwischenstadiurn 

vorn r，δrnischen Institutionen-zurn deutsch-naturrechtlichen Systern des 

preusischen ALR).--II. Entwicklung und systernatische Aufgliederung 

des bayerischen Landrechts CVorlaufer der Kreittrnayrschen Kodifi-

kationen). II-O. Perspektive zur bayerischen Landrechtsgeschichte. 

"Rechts“terrninologische Vorbernerkung. II -l. Entwicklung des Land-

rechts irn Spatrnittelalter. 1I-1-i. Grundstruktur des Oberbayerischen 

Landrechts von Kaiser Ludwig dern Bayern irn Jahr 1335/1346 

("Rechts-“， narnlich Gerichtsbuch als herzogliche Landfriedensgesetz-

gebung). 1I-1-ii. "Landrecht“一licheOrganisation der autogenen Herr-

schaften， d. h. Gerichtsbarkeiten Ciurisdictiones) auf bayerischern Boden. 
Der ober-und niederbayerische Weg von den Provinciae Baioariae zurn 

" Land“Bayern ("Zurn Buch freien“oder "Einungつ.瓦-l-iii.Syste-
rnatik der bayerischen landrechtlichen Reforrnation von 1518 CHeraus-

kristallisierung des Prozes-， Krirninal-und Zivilrechts. Hervortreten 

des "gerneinen Nutzens“als Legitirnitatsgrund eines Gesetz巴s).1I-2. 

Urnwandlung des Landrechts in der n巴uerenZeit. 1I-2-i. Rechtsent-

wicklung irn 16. Jh. CPolizeiordnung). 1I-2-ii. Maxirnilianische Kodifi-

kationCReorganisation des Landrechts. Verselbstandigung des Prozeβ一，

* Assistent an der juristischen Fakultat der Hokkaido-Universitat， MA. 
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Kriminal-und Zivilrechts. Entstehung des ausschlieβlich materiel1en 

objektiv-subjektiven "Rechts“-begrif{s). ll-2-iii. Weitere legislatorische 

Tatigkeit des groβen Herzogs Kurfursten Maximilian (Polizeiliche 

Verordnungen und Dekrete). 1I-3. Juristische Tatigkeit Kreittmayrs 

als Endphase der Landrechtsgeschichte Bayerns. (soweit im 3. Heft 

des 33. Bands)一ー-Exkurs: Entwicklung der bayerischen Adelsherr-

schaften und landrechtlicher Strukturunterschied Ober-und Nieder-

bayerns. (soweit in diesem Heft. Weiter voraussichtlich im uber-

nachsten)--ill. Rechtstheoretisches bei Kreittmayr. Quel1en und Wesen 

des Jus Publicum und Jus Privatum. m-o. Vorbemerkung zum o妊ent-
lichen und Privatrecht. ill-1. Jus Privatum (Burgerliches Recht) als 

das System der Handlungsnormen der privaten Personen (Die an Unter-

tanen gerichteten oberherrlichen Gebote und Verbote als die privat-

rechtlichen Quel1en). ill-2. Jus Publicum (Staatsrecht) als das System 

der "respublica“一nischen Herrschaftsrechte (Die Landsvertrage und 

die landesherrlichen Gesetze als die δf{entlich-rechtlichen Quellen). ill-

3. Einteilung des Jus Publicum in die Konstitution und das Verwal・

tungsrecht (Ausklang der alteren Landrechtsgeschichte und ihre 

Neuentfaltung im 19. Jh.). --N. Abschlieβende Bemerkung zur 

Ideengeschichte der Gesetzgebung (von Sten Gagner). 

Exkurs: Entwicklung der bayerischen Adelsherrschaften und land-

rechtlicher Strukturunterschied Ober-und Ni巴derbayerns.

Karl Kroeschell hat gezeigt， das man vor dem 13. Jh. noch kein 1 

d由eu凶1氏tsche回sWort wi吟e

Ei氾genleuteoder groβere Geb悩i巴tebedeuten wurd巴， gekannt hat. Das 

ahd. Wort ，herscaft (altsachs. herscepi)‘gehort zu ，her‘im Sinne 

von "hehr， erhaben， durch Alter ehrwurdig， grau“und bezeichnet 

Ansehen und Wurde. Die damit verwandten ahd. Abstrakta ，hertuom' 

und ，heroti‘meinen auch eine Versammlung der Angesehensten， der 

Vornehmen. Das ahd. Wort ，herro‘， den "Heheren“oder "Ange・

seheneren“. Es ist Lehnubersetzung des lat. ，senior‘， welches schon in 

der Spatantike Rangbezeichnung fur weltliche Grose war. Im fruhen 

Mittelalter gehorten ，herro‘und ，senior‘ganz dem Bereich der Vasal-

V 北法34(2・232)452 
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litat und des fruhen Lehnswesens an， dem ，senior‘entsprach der 

，vassus' wie dem "Herrn“der "Mann“. Den Volksrechten ist diese 

Terminologie bezeichnenderweise so gut wie fremd， wahrend sie den 

Kapitularien ganz gelaufig ist. In den spaten karolingischen Kapitu・

larien wird ，senior' auf den Konig angewendet， verschwindet dann 

aber in Deutschland allmahlich aus der lateinischen Ur】mndensprache.

Das ahd. ，herro'，das seine ursprungliche lateinische Entsprechung damit 

einbuβt， wird allmahlich zur Ubersetzung von lat. ，dominusヘ，Dominus‘

ist zum einen in Ubereinstimmung mit dem Sprachgebrauch des spaten 

rδmischen Rechts der Herr von Knechten， VOn Grundbesitz und Vieh， 

zum anderen der Herrscher， ebenso wie Gott und Christus. Die ahd. 

Entsprechung hierzu ist eigentlich ，fro‘gewesen (soweit Kroeschell). 

In diesem Zusammenhang ist noch darauf hinzuweisen， daβdas ，domi-

mruぜ imFruhmittelalter keine Antwort auf die Frage nach der 

rechtlichen Zuordnung des beherrschten Objekts zu seinem Herrn， 

，dominus‘gibt. Das ，dominium‘kann rechtmaβig (durch proprietas= 

Eigen=Allod， Lehen， Vogtei u. a. m.)， aber auch usurpiert oder 

umstritten sein. Es ist erst seit dem Spatmittelalter unter Einflus der 

rδmisch-rechtlichen Wissenschaft， das ，dominium‘ein Rechtstitel wird 

(soweit Dietmar Willoweit). Dementsprechend bezeichnete nun auch 

das Wort "Herrschaft“bis in das 19. Jh. konkrete Herrschaftsrechte 

(wieder Kroeschel!). Fallt auch auf， daβdas Wort ，dominium‘vom 

8. bis einsch1ieslich 11. Jh. ausgiebig in Verbindung mit Konig (，domi-

nium regis¥，dominium Francorumつgebrachtwird， wahrend im 12. 
und 13. Jh. kaum noch vom ，dominium regis‘dafur aber um so hau-

figer vom ，dominium‘einzelner Fursten oder Kloster die Rede ist. 
Denn die kanigliche Gewalt wird nunmehr eher mit ，imperium‘ 

umschrieben (Willoweit). 

羽Tennman dieses Ergebnis der Wortforschur】gernst nimmt， 50 

darf man erst seit dem 12. Jh. von "Herrschaft“des Adels sprechen. 

Gerade zu dieser Zeit sind die agnatischen Hauser des Adels (Dynastie) 

ent5tanden， und ihre Herrschaftsbereiche sind kl王cleiner乙， abe位rterritorial 

ge邸schlos路senerals fr 

In die田semZus回amm巴印nhan碍1港gf臼a剖叫u恥ltun江msauf， das unter dem "Haus “ im 
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Fruhmittelalter kein Herrschaftsbereich gemeint wird. Das "Haus“ 

bedeutet nur die Kleinfamilie mit einem Ehepaar und ihren Kindern 

oder das Wohnhaus. In der Kirchensprache wird die Kirchen-und 

Klostergemeinschaft als ，familia' begr世en.Bald fruh巴r，bald spater 

wird die Grundherrschaft (des Konigs oder d巴rKirche) auch als 

，famiJia‘bezeichnet. Hier stellt das "Haus“einen den Umfang der 

Kleinfamilie der Grundholde:l hinaussprengenden Herrschaftsbereich 

dar (soweit Kroeschell). Hinzuweisen ist auch noch darauf， daβbei 

der ，familia‘im 12. Jh、siches um den Kreis der koniglichen bzw. 

herzoglichen Hofgesinde handelt (Max Spindler). Durch das Hoch-， 

vor allem Spatmittelalter wird die Herrschaft des Adels allmahlich 

mit dem W ort "Haus， familia“in Verbindung gebracht. Aber erst in der 

Neuzeit scheint unter dem W ort das "ganze Haus“im allgemeinen ver-

standen zu werden， was ohne Einfluβvom naturrechtlich-okonomischen 

Gedankengut unvorstellbar ist (vgl. Dieter Schwab， in: Geschichtliche 

Grundbegriffe 10. 

In West-bzw. Oberbayern， wo es im Fruhmittelalter die im brei-

ten Raum zerstreute Herrschaft des frankophil-konigsfreundlichen 

Hochadels (funf "Genealogiae“der Lex Baioariorum) gegeben hatte， 

haben einige Dynastien wie die羽Telfen，Wittelsbacher und Andechser 

im Hochmittelalter ihre territorial abgeschlossenere， verhaltnismasig 

groβe Herrschaft entwickelt. In Ost-bzw. Niederbayern， wo es viele 

Herzogs-und Konigsguter gegeben hat，五ndetman viele geistliche 

Immunitaten. Hier haben sich viele mittlere und kleinere Adelsherr-

schaften neben den relativ groseren der Ortenburger wie Bogener auf 

Kirchenlehen und Vogteien entwickelt. Nach dem Dynastielegen ist der 

meiste Teil Oberbayerns bis Mitte des 14. Jhs. unter die Herrschaft 

des wittelsbachischen Herzogshauses gekommen. In Niederbayern uber-

lebten einige hochadlige Grafen-(4. Heerschild) bzw. Herrengeschle-

chter (5. Heerschild) das 14. Jh.， wenn die Herzoge auch hier zur 

Ubermacht gekommen waren. Man darf zwar nicht ubersehen， daβ 

die Ministerialen (6. Heerschild) und Ritter (milites) (7. Heerschild) 

im Spatmittelalter allmahlich auch die (hohere bzw. niedere) Adels-

wurde erlangt haben. Ihr Herrschaftsaufbau ist aber nur durch die 
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Erlangung der schon vorgegebenen Adelsherrschaften (Hofmarken) 

mδg1ich， und insoweit vom "System“des Landes abhangig gewesen. 

So war Niederbayern im Spatmittelalter das Land des 渦 ristokratischen“

Charakters im Vergleich mit Oberbayern. In Oberbayern befindeten 

sich dagegen mehrere Kloster (Gertrud Diepolder). 

Die wittelsbachischen Herzoge hatten dreierlei Aufgabe seit 1180 

gehabt: erstens ihre Territorialherrschaft zu erw.eitern， zweitens dieses 

Territorium zu organisieren und drittens ihre ，terra (=ducatus)‘zum 

standischen Land auszubauen. Erst dadurch konnten sie ihre Friedens-

und Gerichtshoheit in ihrem Herzogtum durchsetzen. Ihre Landespolitik 

hat also ahnliche Struktur wie die Politik， die die Staufer auf der 

Reichsebene getrieben haben. Der Verfasser mochte auf die Wurde 

des Herzogs als des Reichsfursten (3. Heerschild)， die eine groβe 

Bedeutung fur ihre Landespolitik haben sollte， aufmerksam machen. 

Ohne diese Wurde hatte ihr Hoheitsbereich uber ihr eigentliches 

Herrschaftsgebiet nicht hinausgehen konnen. Das Recht， das die 

Wittelsbacher als Herzoge gehabt haben， ist groβer als die Gesamtheit 

ihrer Herrschaftsrechte (Eigen， Reichslehen， Vogteien u. a.). Sowohl 

die Obergerichtsbarkeit auch das angebliches Heimfallrecht des Herzogs 

wurde nur in der besonderen Wurde (Landeshoheit， Superioritas 

territorialis) des Reichsfursten seinen rechtlichen Grund finden konnen. 

Auf der Ebene des Reiches machen die Reichsfursten (principes， 

vursten) vom Anfang des 12. Jh. einen besonderen Adelsstand aus (E. 

Schrδder). In Bayern wird das Wort ，princeps (terrae)‘seit der Mitte 

des 13. Jhs. nur mit dem Herzog als Landesherrn verbunden， wahrend 

die ，principes terrae‘vorher die Grむβenim Herzogtum bedeutete(Spind-

ler). Hieraus erhellt， daβder reichsrechtliche Vorrang des Herzogs 

bei der Ausbildung seiner Landesherrschaft zugunsten seiner巴ingewirkt

hat. D呂sg!eiche gilt fur den Kaiser bzw. Kδnig. Allein durch lehnre・

chtliche Maβnahmen hatte auch der Kaiser keine raumliche Einh巴it

des deutschen Reiches herstellen konnen. Nur mit der vornehmsten 

羽Turdedes Kaisers， der den ersten Herrschild hat， verbunden， konnte 

das Lehnrecht als ein "Verwaltungsrecht“funktionieren・Esist nichts 

anders als so1che kaiserlich-konigliche Wurde， we1che als ，imperiumに
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und spater in der neuzeitlichen reichspublizistischen Literatur als 

"Souverainitas“formuliert wird. 1n diesem Zusammenhang sollte auch 

von der "Edelmannsfreiheit"， die als adlige Wurde in Bayern mit dem 

60. Freibriefe (1558) errichtet wird， -die Rede sein. Nur wer dieses 

中ersanliche“Rechthat， ist fahig， die im Adelsgut "verdinglichteten" 

Herrschaftsrech te( Gerich ts-und administra ti ve Polizeirech te )auszuuben. 

Die Adelsschicht ist damit nach unten abgeschlossen， abgesehen von 

der zufalligen Verleihung der Edelmannsfreiheit wie im Fall Kreitt. 

mayrs. 

Von den letzteren zwei Elementen der herzoglichen Landespolitik 

kommt das erste in Oberbayern， und das zweite in Niederbayern zum 

Vorschein. 1m aristokratischen Niederbayern wird das Herzogtum durch 

die kollektiven Freibriefe zum standischen Land ausgebildet. Man nennt 

die Freibriefe vielleicht noch zutreffender die das Land bildenden 

Stiftungsgeschafte， durch die der Herzog und die Landherren Mitherr-

scher des Landes werden sollten， als die Herrschaftsvertrage zwi-

schen Herrscher und Beherrschten. Sie sol1ten dann eben als echte 

"Integrationsgesetze“(Verfassungsrecht im Sinne von Rudolf Smend) 

verstanden werden. Sie wandelten sich aber bald auf dem Weg vom 

mittelalterlich-feudalen zum neuzeitlich-absoluten Staat zu "leges 

fundamentales“(Verfassungsrecht im konstitutionalistischen Sinne) 

um (Gerhard Oestreich). Als solche konnte man auch die "Landesfrei-

hei tserklarungen“ansehen. In Oberbayern， wo 巴snur die Kloster 

neben der kleineren Zahl der Adelsherrschaften gab， war es nicht so 

sehr dringlich， das Herzogtum standisch aufzubauen. Hier traten die 

Zuge der Organisation des herzoglichen Territoriums zum Landgeri-

chtssystem starker hervor. Das Oberbayerische Landrecht von Ludwig 

dem Bayern ist eigentlich eine "Gerichtsordnung“， die als Gebot der 
oberen gerichtsherrlichen Herzδge an Landgerichte gegeben worden 

ist. Es ist aber den Stadten auch empfohlen， nach dem Rechtsbuch zu 

judizieren. Das Gerichtsprivilegium ist den Klostern auch mit dem 

Landrechtsbuch zusammen verliehen worden ("Zum Buch freienつ.Die 
Adeligen haben aber auf ihrer eigener Herrschaftsgerichten auch nach 

dem Rechtsbuch entschieden・DerGesetzgeber hat zwar eigentlich nicht 

K 北法34(2・228)448 



Hokkaido L. Rev. 

gemeint， daβdas Richten nach dem Landrechtsbuch die Gerichtsbarkeit 

der Adeligen uber den Umfang der Dorfgerichtsbarkeit hinaus erwei-

tern wurde. Man hat aber so verstanden und so praktiziert. So haben 

die Kloster und die Adeligen in Oberbayern bis zur Mitte des 15. Jhs. 

die Gerichtsbarkeit， die die fast gleiche Kompetenz wie die des 

工，andgerichtshat， gehandhabt. Hier hat das Landrechtsbuch also auch 

die Funktion der standischen Ausbildung des Herzogtums， wenn auch 

stuckweise， erhalten. Das ist die Aufgabe， die gerade die Freibriefe 

in Niederbayern auf kollektiver Weise erfullt haben. An das auf solcher 

Weise als System der Gerichts-und Herrschaftsrechte entstandene 

Land wurden verschiedene Gerichts-， Polizei-und Landesordnungen 

gegeben. Das Landrechtsbuch oberbayerischen Typs hat also die Eigen-

schaft der beiden niederbayerischen Gesetzesgruppen in sich. Die Landes-

politik der wittelsbachischen Herzδ.ge hat verschiedene Rechtsmittel， 

Landrechtsbuch in Oberbayern und kol1ektive Freibriefe Ceinschlieslich 

der sog. Landesfreiheitserklarungen) mit Landesordnungen in Nieder-

bayern verwendet， sind aber gegen das Ende des Mittelalters auf das 

gleiche Ergebnis in beiden Landern hinausgelaufen， namlich: die 

"Landst立ndischeVerfassung“. Auch an Herrschaftsbefugnissen， die den 

Landstanden in der Tat erlaubt waren， gab es keine grose Unterschiede. 

Das ist gerade der Grund dafur， das standisches Niederbayern auch 

an der Schwel1e der Neuzeit ohne grose Schwierigkeiten Oberbayern 

einverleibt wurde. 
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